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自然とともに暮らすまち

第３編  基本計画

基本目標１
自然環境の保全と適正な利活用１

■現状と課題
●本町には、日光国立公園や八溝県立自然公園をはじめ、豊かな森林が残され、その周辺には
人が手を入れながら維持してきた里地里山や清らかな水の流れる水辺環境など多様な自然
環境に恵まれています。しかし農業従事者の高齢化や担い手不足、土地の開発などにより
林地の荒廃や耕作放棄地が増加しています。

●地球温暖化による気候変動は、台風の強大化や猛暑日・酷暑日の増加など、世界各地で異常
気象を引き起こし、深刻な環境問題となっています。温室効果ガスの排出抑制に向け、太陽光
やバイオマスなどの再生可能エネルギーへの転換が求められています。

●本町のごみ総量は減少傾向にありますが、事業系ごみは増加しており、全体として依然高水準
です。発生抑制とリサイクルの一層の推進が必要です。大量生産・大量消費・大量廃棄の
見直しを進め、生ごみの削減、分別の徹底、啓発の強化、処理施設の効率的運営が課題です。

●近年の激甚災害で発生するごみについては、生活環境・公衆衛生に配慮し、迅速かつ適切に
処理できる体制整備が必要です。

■目指す方向性
●環境への負荷をできるだけ低減し、本町の恵み豊かでかけがえのない自然環境の保全を図り
ます。

●行政・町民・事業者が一体となって温室効果ガスの削減に取り組み、省エネルギーと再生可能
エネルギーの活用を着実に進めます。

●生ごみ等の発生抑制や分別の徹底、周知・啓発を推進し、効率的な施設運営を通じて、ごみ
の減量化と資源化を進めることにより循環型社会を目指します。

●生活環境と公衆衛生に配慮し、平時からの体制整備により災害廃棄物を迅速かつ適切に
処理できる仕組みを整備します。

■主要施策
①自然環境の保全
●本町の大きな財産である豊かな自然を次世代に引き継いでいくため、土地利用や景観形成な
どの施策を推進し、自然と共生するまちづくりを推進します。

●日本の原風景を残す里山景観の維持に努めます。
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良好な生活環境の維持・形成２

■現状と課題
●本町は、日光国立公園や八溝山系をはじめとした優れた自然景観を有しています。一方で、
廃棄物の不法投棄、水質汚濁、騒音、悪臭といった生活関連の苦情が寄せられています。
良好な自然景観と生活環境の保全が求められます。

●東日本大震災後の福島第一原発事故の影響を受け、除染を進めてきましたが、今後は除去
土壌の集約が必要です。

●人口減少と超高齢化に伴い、公共交通やインフラ維持、都市サービスの効率的提供が課題と
なっています。良好な景観形成も含め、持続可能なまちづくりへの転換が求められます。

●町内浄化槽の約３割が単独処理浄化槽であり、環境保全と衛生向上の観点から合併処理
浄化槽への転換が不十分です。下水道は施設の老朽化が進み、更新・再構築が急務である
一方、人口減少により有収水量・使用料収入が低下し、健全経営が課題です。

●水道事業では、老朽化した水道施設の維持管理・更新、災害対策が喫緊の課題です。財政
健全化と安定運営を両立させつつ、災害に強いインフラ整備が求められます。

■目指す方向性
●多様な生物が生息・生育できる自然環境と地域特有の生態系の保全を図るとともに、
健やかな暮らしが育まれる生活環境づくりに努めます。

●放射能による健康不安の払拭に努め、安心して暮らせる生活環境の確保を目指します。

●都市機能の集約などによるコンパクトシティ化を推進し、公共交通ネットワークの確保・維持、
効率的なインフラ整備・維持管理、良好な景観形成を図り、本町の実情に適した持続可能な
都市づくりを進めます。

●合併処理浄化槽の普及促進と、下水道施設の計画的な更新・再構築を進め、適切な生活排水
処理の推進により、生活環境の改善や河川等の水質保全を図ります。

●水道施設の再構築や効率化を進め、強じんで持続可能な水道インフラを整備します。財政の
健全性を確保しながら、安全で安定した水道水の供給に努めます。

■主要施策
①生活環境対策の推進
●河川環境の保全を図るため、町内河川の水質分析調査を行います。

●工場や事業所を発生源とする大気汚染、水質汚濁、土壌や地下水の汚染、悪臭、騒音や振動等
を防止するため、法律や県条例等に基づき、関係機関等と連携した指導を行います。

②生物多様性の保全
●町内の動植物調査等を行い、野生動植物の生息の保全を推進します。

●特定外来生物の移入・移植の防止と被害防除の啓発を推進し、町民等と協働して特定外来
生物の駆除活動に取り組みます。

②温室効果ガス排出量削減対策の推進
●2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指します。

●日常生活や事業活動における温室効果ガス排出削減に向けた取組について、普及啓発を図り
ます。

③省エネルギーの推進
●公共施設における省資源・省エネルギーを推進します。

●省エネ型の防犯灯等の設置を推進します。

④再生可能エネルギーの活用
●再生可能エネルギーの活用に努めるとともに、太陽光発電については「那須町の自然環境、
景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」に基づき、自然環境との調和を
図ります。

⑤循環型社会の形成によるごみの減量化・資源化の推進
●「那須町一般廃棄物処理基本計画」及び「那須町分別収集計画」に基づき、資源の有効利用
促進及び分別の徹底によるリサイクル対策に積極的に取り組みます。また、適切なごみ処理
対策及び分別収集体制の構築を進めるとともに、町民・企業・行政が一体となり、ごみの
減量化及び資源化を推進します。

●那須町生ごみ処理機器設置事業補助制度を有効活用し、生ごみの減量化・資源化に取り組み
ます。

●学校における環境教育を推進し、ごみの減量化・再生利用に関する教育啓発活動に取り組み
ます。

⑥ごみ処理体制の整備
●ごみの質の多様化、ライフスタイルの変化に対応するため、収集運搬体制のさらなる検討や、
クリーンステーション那須の効率的な運営の検討、施設の広域化・集約化に取り組み、ごみ
処理の効率化を推進します。

●「那須町災害廃棄物処理計画」に基づき、災害時のごみ処理体制の構築を進めるとともに、
迅速かつ適切な処理に取り組みます。

・那須町環境基本計画
・那須町一般廃棄物処理基本計画
・那須町分別収集計画
・那須町災害廃棄物処理計画

■関連する主な個別計画
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良好な生活環境の維持・形成２

■現状と課題
●本町は、日光国立公園や八溝山系をはじめとした優れた自然景観を有しています。一方で、
廃棄物の不法投棄、水質汚濁、騒音、悪臭といった生活関連の苦情が寄せられています。
良好な自然景観と生活環境の保全が求められます。

●東日本大震災後の福島第一原発事故の影響を受け、除染を進めてきましたが、今後は除去
土壌の集約が必要です。

●人口減少と超高齢化に伴い、公共交通やインフラ維持、都市サービスの効率的提供が課題と
なっています。良好な景観形成も含め、持続可能なまちづくりへの転換が求められます。

●町内浄化槽の約３割が単独処理浄化槽であり、環境保全と衛生向上の観点から合併処理
浄化槽への転換が不十分です。下水道は施設の老朽化が進み、更新・再構築が急務である
一方、人口減少により有収水量・使用料収入が低下し、健全経営が課題です。

●水道事業では、老朽化した水道施設の維持管理・更新、災害対策が喫緊の課題です。財政
健全化と安定運営を両立させつつ、災害に強いインフラ整備が求められます。

■目指す方向性
●多様な生物が生息・生育できる自然環境と地域特有の生態系の保全を図るとともに、
健やかな暮らしが育まれる生活環境づくりに努めます。

●放射能による健康不安の払拭に努め、安心して暮らせる生活環境の確保を目指します。

●都市機能の集約などによるコンパクトシティ化を推進し、公共交通ネットワークの確保・維持、
効率的なインフラ整備・維持管理、良好な景観形成を図り、本町の実情に適した持続可能な
都市づくりを進めます。

●合併処理浄化槽の普及促進と、下水道施設の計画的な更新・再構築を進め、適切な生活排水
処理の推進により、生活環境の改善や河川等の水質保全を図ります。

●水道施設の再構築や効率化を進め、強じんで持続可能な水道インフラを整備します。財政の
健全性を確保しながら、安全で安定した水道水の供給に努めます。

■主要施策
①生活環境対策の推進
●河川環境の保全を図るため、町内河川の水質分析調査を行います。

●工場や事業所を発生源とする大気汚染、水質汚濁、土壌や地下水の汚染、悪臭、騒音や振動等
を防止するため、法律や県条例等に基づき、関係機関等と連携した指導を行います。

②生物多様性の保全
●町内の動植物調査等を行い、野生動植物の生息の保全を推進します。

●特定外来生物の移入・移植の防止と被害防除の啓発を推進し、町民等と協働して特定外来
生物の駆除活動に取り組みます。

②温室効果ガス排出量削減対策の推進
●2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指します。

●日常生活や事業活動における温室効果ガス排出削減に向けた取組について、普及啓発を図り
ます。

③省エネルギーの推進
●公共施設における省資源・省エネルギーを推進します。

●省エネ型の防犯灯等の設置を推進します。

④再生可能エネルギーの活用
●再生可能エネルギーの活用に努めるとともに、太陽光発電については「那須町の自然環境、
景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」に基づき、自然環境との調和を
図ります。

⑤循環型社会の形成によるごみの減量化・資源化の推進
●「那須町一般廃棄物処理基本計画」及び「那須町分別収集計画」に基づき、資源の有効利用
促進及び分別の徹底によるリサイクル対策に積極的に取り組みます。また、適切なごみ処理
対策及び分別収集体制の構築を進めるとともに、町民・企業・行政が一体となり、ごみの
減量化及び資源化を推進します。

●那須町生ごみ処理機器設置事業補助制度を有効活用し、生ごみの減量化・資源化に取り組み
ます。

●学校における環境教育を推進し、ごみの減量化・再生利用に関する教育啓発活動に取り組み
ます。

⑥ごみ処理体制の整備
●ごみの質の多様化、ライフスタイルの変化に対応するため、収集運搬体制のさらなる検討や、
クリーンステーション那須の効率的な運営の検討、施設の広域化・集約化に取り組み、ごみ
処理の効率化を推進します。

●「那須町災害廃棄物処理計画」に基づき、災害時のごみ処理体制の構築を進めるとともに、
迅速かつ適切な処理に取り組みます。

・那須町環境基本計画
・那須町一般廃棄物処理基本計画
・那須町分別収集計画
・那須町災害廃棄物処理計画

■関連する主な個別計画
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都市基盤の維持・整備３

■現状と課題
●本町の公共交通は、ＪＲ東北本線、町民バス、民間路線バス、タクシー、デマンド型乗合交通
などで構成されています。人口が広範囲に散在するため、交通密度が低く、利用者数、
運行経費、利便性向上が課題です。また、高齢化の進展に伴い、自家用車に代わる移動手段
として、公共交通の確保・維持が不可欠となっています。

●本町の道路交通網は、東北縦貫自動車道や一般国道４号、一般国道294号を基軸に、
県道や町道が補完するネットワークを形成しています。渋滞対策や道路整備、橋りょう等を
含めた道路施設の老朽化対策、道路環境改善が求められています。

■目指す方向性
●那須町地域公共交通計画に基づき、総合的な交通体系の整備を通じて、利便性の向上を
目指すとともに、新たな技術を活用した持続可能な公共交通の検討を行います。

●地域振興や住民生活を考慮した町道の計画的整備、点検に基づく補修、環境美化を推進する
とともに、広域幹線道路（高速道路・国道・県道）については、安全で快適な道路環境の創出に
向け、道路の拡幅等を関係機関に要望していきます。また、近年増加する自然災害に備え、
減災の観点から避難所等の周辺道路の整備を図ります。

■主要施策
①公共交通ネットワークの維持・整備
●町民バスと民間路線バスについては、生活交通として運行の維持を図り、事業者と連携して
利便性の向上に努めます。

●デマンド型乗合交通の運行や定額タクシーサービスを実施するとともに、他の公共交通との
ネットワーク整備を進め、利便性、効率性及び採算性の向上を目指します。

●公共交通に関する新技術の導入について、検討を進めます。

②広域公共交通の利便性向上への取組
●那須地域定住自立圏地域公共交通活性化協議会など、近隣の自治体と連携して、行政界を
越えた生活に利用できる公共交通ネットワークを形成していきます。

●広域公共交通に関する新技術の導入について、検討を進めます。

③町道の整備と維持管理
●町道は、最も身近な地域住民の生活道路であることから、「那須町舗装長寿命化修繕計画」
及び「那須町舗装・道路附属物修繕計画」に基づき、重要度の高い路線から計画的な道路
整備の推進をするとともに、劣化・損傷の予測とそれに基づいた修繕等を行い、損傷等の早
期発見・対応を図りながら効率的・合理的な維持管理を推進します。

③放射能対策の推進
●空間・水・農作物等の放射能検査等を実施し、情報提供に努めるとともに、除去土壌等の集約
に向け、関係機関と連携していきます。

④まちづくりの推進
●都市計画マスタープランに沿った産業拠点形成・生活基盤づくりや、那須町特有の自然と歴
史・文化などを活かしたまちづくりを推進します。

●黒田原、湯本、芦野、伊王野などの各地域の特色を踏まえた拠点形成を図ります。

⑤良好な景観形成の推進
●豊かな自然が織りなす景観を保護し、秩序ある土地利用の推進と地域の持続可能な発展を
目指します。また、景観条例、景観計画及び屋外広告物条例により、住民及び事業者の意識を
高めつつ景観を積極的に活用した観光戦略を推進し、さらに次世代へ継承していきます。

⑥上下水道事業の経営基盤の強化
●「那須町水道ビジョン・経営戦略」及び「那須町下水道事業経営戦略」に基づいて上下水道事業
の経営基盤の強化を図ります。

⑦安全な水の供給と水道施設の適切な管理
●水道水源の定期巡視、水道管理体制の徹底及び水源汚染リスクへの対策を行います。

●計画的な管路更新と水道施設の維持管理の推進に取り組みます。

●応急復旧・応急給水体制の構築及び資機材・薬品の計画的な備蓄を行います。

⑧下水道施設の効率的な管理運営と長寿命化
●町民の安全で快適な生活環境を確保するため、生活排水の適正な処理による公共用水域の
水質保全と生活排水処理施設の効率的な管理を行うほか、処理施設や管渠の長寿命化及び
耐震化を推進します。

・那須町都市計画マスタープラン
・那須町景観計画
・那須町環境基本計画
・那須町一般廃棄物処理基本計画
・那須町水道ビジョン・経営戦略
・那須町公共下水道全体計画
・那須町下水道事業経営戦略

■関連する主な個別計画
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都市基盤の維持・整備３

■現状と課題
●本町の公共交通は、ＪＲ東北本線、町民バス、民間路線バス、タクシー、デマンド型乗合交通
などで構成されています。人口が広範囲に散在するため、交通密度が低く、利用者数、
運行経費、利便性向上が課題です。また、高齢化の進展に伴い、自家用車に代わる移動手段
として、公共交通の確保・維持が不可欠となっています。

●本町の道路交通網は、東北縦貫自動車道や一般国道４号、一般国道294号を基軸に、
県道や町道が補完するネットワークを形成しています。渋滞対策や道路整備、橋りょう等を
含めた道路施設の老朽化対策、道路環境改善が求められています。

■目指す方向性
●那須町地域公共交通計画に基づき、総合的な交通体系の整備を通じて、利便性の向上を
目指すとともに、新たな技術を活用した持続可能な公共交通の検討を行います。

●地域振興や住民生活を考慮した町道の計画的整備、点検に基づく補修、環境美化を推進する
とともに、広域幹線道路（高速道路・国道・県道）については、安全で快適な道路環境の創出に
向け、道路の拡幅等を関係機関に要望していきます。また、近年増加する自然災害に備え、
減災の観点から避難所等の周辺道路の整備を図ります。

■主要施策
①公共交通ネットワークの維持・整備
●町民バスと民間路線バスについては、生活交通として運行の維持を図り、事業者と連携して
利便性の向上に努めます。

●デマンド型乗合交通の運行や定額タクシーサービスを実施するとともに、他の公共交通との
ネットワーク整備を進め、利便性、効率性及び採算性の向上を目指します。

●公共交通に関する新技術の導入について、検討を進めます。

②広域公共交通の利便性向上への取組
●那須地域定住自立圏地域公共交通活性化協議会など、近隣の自治体と連携して、行政界を
越えた生活に利用できる公共交通ネットワークを形成していきます。

●広域公共交通に関する新技術の導入について、検討を進めます。

③町道の整備と維持管理
●町道は、最も身近な地域住民の生活道路であることから、「那須町舗装長寿命化修繕計画」
及び「那須町舗装・道路附属物修繕計画」に基づき、重要度の高い路線から計画的な道路
整備の推進をするとともに、劣化・損傷の予測とそれに基づいた修繕等を行い、損傷等の早
期発見・対応を図りながら効率的・合理的な維持管理を推進します。

③放射能対策の推進
●空間・水・農作物等の放射能検査等を実施し、情報提供に努めるとともに、除去土壌等の集約
に向け、関係機関と連携していきます。

④まちづくりの推進
●都市計画マスタープランに沿った産業拠点形成・生活基盤づくりや、那須町特有の自然と歴
史・文化などを活かしたまちづくりを推進します。

●黒田原、湯本、芦野、伊王野などの各地域の特色を踏まえた拠点形成を図ります。

⑤良好な景観形成の推進
●豊かな自然が織りなす景観を保護し、秩序ある土地利用の推進と地域の持続可能な発展を
目指します。また、景観条例、景観計画及び屋外広告物条例により、住民及び事業者の意識を
高めつつ景観を積極的に活用した観光戦略を推進し、さらに次世代へ継承していきます。

⑥上下水道事業の経営基盤の強化
●「那須町水道ビジョン・経営戦略」及び「那須町下水道事業経営戦略」に基づいて上下水道事業
の経営基盤の強化を図ります。

⑦安全な水の供給と水道施設の適切な管理
●水道水源の定期巡視、水道管理体制の徹底及び水源汚染リスクへの対策を行います。

●計画的な管路更新と水道施設の維持管理の推進に取り組みます。

●応急復旧・応急給水体制の構築及び資機材・薬品の計画的な備蓄を行います。

⑧下水道施設の効率的な管理運営と長寿命化
●町民の安全で快適な生活環境を確保するため、生活排水の適正な処理による公共用水域の
水質保全と生活排水処理施設の効率的な管理を行うほか、処理施設や管渠の長寿命化及び
耐震化を推進します。

・那須町都市計画マスタープラン
・那須町景観計画
・那須町環境基本計画
・那須町一般廃棄物処理基本計画
・那須町水道ビジョン・経営戦略
・那須町公共下水道全体計画
・那須町下水道事業経営戦略

■関連する主な個別計画
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秩序ある土地利用の推進４

■現状と課題
●本町の美しい自然や景観は、町民や訪れる人々にとってかけがえのない財産です。また、
土地は国民にとって限られた貴重な資源であり、様々な活動の基盤となっています。土地
利用に際しては、自然環境の保全や生物多様性の確保に配慮しつつ、周辺環境との調和を
考慮した適切かつ秩序ある土地利用を図る必要があります。

●本町の土地利用は、都市的土地利用として市街地や観光・レジャー施設、別荘分譲地など
観光・保養地的な利用が多く、自然的土地利用としては農林業や日光国立公園の那須連山に
代表される原生的な利用がなされている特徴があります。

●土地利用の基礎となる地籍を明確にするため地籍調査を実施していますが、相続の未登記や
地図混乱地域の存在などにより事業の進捗が遅れています。

●橋りょうや門型標識の延命を図るため「那須町門型標識長寿命化計画」や「那須町橋梁
長寿命化修繕計画」に基づき、計画的な保守管理に努めます。

●町道環境の美化を推進し、道路環境の改善と町の魅力向上に努めます。

④広域幹線道路の整備
●流通社会の発達により、年々交通量が増加し観光シーズンの渋滞対策や安心安全な道路
状況の確保のために、東北縦貫自動車道の宇都宮インターチェンジ以北の６車線化の早期
実現や国道や県道の道路改良等について早期整備が実現できるよう、関係機関等と連携
を図りながら要望していきます。

⑤減災対策の推進
●那須町国土強靭化地域計画に基づき、町道が被災した際に孤立するおそれのある避難所等
と幹線道路を結ぶ町道を選定し、対策を実施します。

●災害発生時に円滑な救助・救援活動及び救援物資の輸送のための東北縦貫自動車道や国道、
県道と本庁舎等の防災拠点を結ぶ減災ネットワーク道路の整備を要望していきます。

・那須町都市計画マスタープラン
・那須町国土強靭化地域計画
・那須町地域公共交通計画
・那須町舗装・道路附属物修繕計画
・那須町橋梁長寿命化修繕計画
・那須町舗装長寿命化修繕計画
・那須町門型標識長寿命化計画

■関連する主な個別計画

■目指す方向性
●土地利用にあたっては、地域の特性を生かし、農林地の保全、歴史的風土の保全、公害
の防止や緑豊かな自然環境を保持した土地利用を推進します。

●土地利用の円滑化を図るため、地籍調査事業を計画的に推進します。

■主要施策
①秩序ある土地利用の推進
●国土利用計画や都市計画マスタープランに基づいた秩序ある土地利用を推進します。

●民間事業者による開発行為については、自然環境と生活環境との調和や、良好な景観形成を
重点に関係法令に基づいた規制・誘導を行います。

●大規模太陽光発電施設（メガソーラー）については、那須町の自然環境、景観等と太陽光発電
設備設置事業との調和に関する条例に基づき、周辺の景観や生活環境の保全に配慮した
計画となるよう指導等を行います。

②効率的な地籍調査の実施
●国の計画である第７次国土調査事業十箇年計画に基づき、地籍調査事業を進めます。

●面積の拡大だけではなく、黒田原地区や高久地区の調査済みエリア周辺で集中して調査を
行うことにより、効率の良い土地利用の拡大を目指します。

・那須町環境基本計画
・国土利用計画那須町計画
・那須町土地利用調整基本計画
・第７次国土調査事業十箇年計画 【国土交通省】

■関連する主な個別計画
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秩序ある土地利用の推進４

■現状と課題
●本町の美しい自然や景観は、町民や訪れる人々にとってかけがえのない財産です。また、
土地は国民にとって限られた貴重な資源であり、様々な活動の基盤となっています。土地
利用に際しては、自然環境の保全や生物多様性の確保に配慮しつつ、周辺環境との調和を
考慮した適切かつ秩序ある土地利用を図る必要があります。

●本町の土地利用は、都市的土地利用として市街地や観光・レジャー施設、別荘分譲地など
観光・保養地的な利用が多く、自然的土地利用としては農林業や日光国立公園の那須連山に
代表される原生的な利用がなされている特徴があります。

●土地利用の基礎となる地籍を明確にするため地籍調査を実施していますが、相続の未登記や
地図混乱地域の存在などにより事業の進捗が遅れています。

●橋りょうや門型標識の延命を図るため「那須町門型標識長寿命化計画」や「那須町橋梁
長寿命化修繕計画」に基づき、計画的な保守管理に努めます。

●町道環境の美化を推進し、道路環境の改善と町の魅力向上に努めます。

④広域幹線道路の整備
●流通社会の発達により、年々交通量が増加し観光シーズンの渋滞対策や安心安全な道路
状況の確保のために、東北縦貫自動車道の宇都宮インターチェンジ以北の６車線化の早期
実現や国道や県道の道路改良等について早期整備が実現できるよう、関係機関等と連携
を図りながら要望していきます。

⑤減災対策の推進
●那須町国土強靭化地域計画に基づき、町道が被災した際に孤立するおそれのある避難所等
と幹線道路を結ぶ町道を選定し、対策を実施します。

●災害発生時に円滑な救助・救援活動及び救援物資の輸送のための東北縦貫自動車道や国道、
県道と本庁舎等の防災拠点を結ぶ減災ネットワーク道路の整備を要望していきます。

・那須町都市計画マスタープラン
・那須町国土強靭化地域計画
・那須町地域公共交通計画
・那須町舗装・道路附属物修繕計画
・那須町橋梁長寿命化修繕計画
・那須町舗装長寿命化修繕計画
・那須町門型標識長寿命化計画

■関連する主な個別計画

■目指す方向性
●土地利用にあたっては、地域の特性を生かし、農林地の保全、歴史的風土の保全、公害
の防止や緑豊かな自然環境を保持した土地利用を推進します。

●土地利用の円滑化を図るため、地籍調査事業を計画的に推進します。

■主要施策
①秩序ある土地利用の推進
●国土利用計画や都市計画マスタープランに基づいた秩序ある土地利用を推進します。

●民間事業者による開発行為については、自然環境と生活環境との調和や、良好な景観形成を
重点に関係法令に基づいた規制・誘導を行います。

●大規模太陽光発電施設（メガソーラー）については、那須町の自然環境、景観等と太陽光発電
設備設置事業との調和に関する条例に基づき、周辺の景観や生活環境の保全に配慮した
計画となるよう指導等を行います。

②効率的な地籍調査の実施
●国の計画である第７次国土調査事業十箇年計画に基づき、地籍調査事業を進めます。

●面積の拡大だけではなく、黒田原地区や高久地区の調査済みエリア周辺で集中して調査を
行うことにより、効率の良い土地利用の拡大を目指します。

・那須町環境基本計画
・国土利用計画那須町計画
・那須町土地利用調整基本計画
・第７次国土調査事業十箇年計画 【国土交通省】

■関連する主な個別計画
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全世代の定住化促進５

■現状と課題
●町営住宅には、昭和40年代に建築された木造の団地があり、既に耐用年数が経過して
います。そのため、早期の建替えや集約化を図る必要があります。

●本町は民間の賃貸物件が少なく、町が設置する定住促進住宅等は高い入居率となって
います。このため、新婚・子育て世帯の住宅確保が難しく、安定した住環境の確保が課題と
なっています。

●人口減少に伴い空き家が増加し、資産の未活用や危険空き家の発生が課題となっています。
二次的利用（別荘）の数も全国で６番目に多いことから、別荘を含めた空き家を資源として
有効活用するため、平成27年９月から「空き家バンク」制度を実施しています。

●国の戦略である地方創生2.0※に向け、行政と民間が連携して本町の価値や魅力を再発見し、
誰もが安心して暮らせる持続可能なまちづくりが求められています。

※従来の地方創生の取組を踏まえ、人口減少・少子高齢化の進行を前提に、地域産業の付加価値向上や人材確

保・定着、デジタル活用等を通じて、地域の持続可能性を高めることを目指す国の政策的考え方。

②リビングシフト※の推進
●国の施策・制度改正及び社会情勢の変化を的確に捉え、町の実情に即した二地域居住や
新しい働き方などのリビングシフト施策を機動的に推進し、持続可能な魅力あるまちづくり
に向け積極的に取り組みます。

●官民共創により地方創生を加速させ、町の課題解決を図り、関係人口の創出と将来的な移住
定住、企業誘致に結びつける事業に積極的に取り組みます。

●ICTを活用した新しい働き方を推進するとともに、地域経済の活性化や働き方の多様化を
促進するサテライトオフィスの誘致に積極的に取り組みます。

●「空き家バンク」制度を継続・強化し、不動産関連事業者等と連携したマッチング支援により、
住居目的での空き家の売買・賃貸を促進して空き家・別荘を地域資源として有効活用に努め
ます。

※那須町におけるリビングシフトの定義は、「都市一極集中」から『地方・分散型社会』への転換、「仕事を中心と

した生き方」から『自分の価値観を尊重した新しい「働き方」「暮らし方」「学び方（教育）」』への変化とします。

那須町に”住み続ける人”だけでなく、行き来しながら、何度も来て関わってくれる人を増やしていくという

考え方です。

③地域生活圏形成に向けた取組
●国の掲げる地方創生2.0政策を推し進めるために、地域間の連携強化として那須町を取り
巻く自治体との連携による「地域生活圏」の形成に向けて積極的に取り組みます。

■目指す方向性
●耐用年数が経過した町営住宅の建替え、集約化を推進するとともに、公共施設等総合管理
計画及び公営住宅等長寿命化計画に基づき、町営住宅等の長寿命化を図ります。

●新婚・子育て世帯向けの良質な賃貸住宅の整備と安定供給を促進し、住宅取得補助等の施策
とも連動させて居住の安定を図ります。

●空き家の新規発生を抑制するとともに、有効活用を図ります。

●当面避けることのできない人口減少を受け止め、「強く」「豊か」で「新しい・楽しい」那須町を
実現するため、多様な形で本町に継続的に関わる「関係人口」の創出を目指し、町の魅力ある
特色について、積極的な情報発信に努めます。

■主要施策
①住環境の整備
●セーフティーネット住宅の需要供給バランスを鑑み、住宅の建て替え、集約化を計画します。

●公共施設等総合管理計画及び公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化した住宅を計画的
に修繕し、長寿命化を図り、老朽化、居住性の低下に対応します。

●地域優良賃貸住宅を整備し、住戸環境が良好な賃貸住宅の供給を促進します。

●住居の安定に特に配慮が必要な世帯を把握し、町民の生活の安定と福祉の増進に寄与します。

●入居促進、移住定住促進を図るため、住宅の広告宣伝を行い、供給できる住宅の情報発信を
行います。

・那須町公営住宅等長寿命化計画
・那須町空家等対策計画
・那須町特定居住促進計画

■関連する主な個別計画・主要事業
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全世代の定住化促進５
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とも連動させて居住の安定を図ります。

●空き家の新規発生を抑制するとともに、有効活用を図ります。

●当面避けることのできない人口減少を受け止め、「強く」「豊か」で「新しい・楽しい」那須町を
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特色について、積極的な情報発信に努めます。
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①住環境の整備
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●入居促進、移住定住促進を図るため、住宅の広告宣伝を行い、供給できる住宅の情報発信を
行います。
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■目指す方向性
●町民のニーズに対応した教育・保育サービスの充実のほか、母子保健サービスや子育て支援
事業の提供により、出生から切れ目のない支援体制の構築を図ります。

●関係機関との連携により、困難なケースに対する地域のサポート体制を強化するとともに、
子どもたちが地域とのつながりを感じながら安全・安心に過ごせる環境づくりに取り組みます。

■主要施策
①誕生前から幼児期の支援
●子どもの誕生前から妊娠期、出産、幼児期までの保護者と子どもが、安全かつ健康に過ごせる
よう、保健と医療などの切れ目のない支援を充実します。

●教育と保育が全ての子どもたちにいきわたるよう、質と量※の提供に努めます。

※「質」とは子どもが心身ともに満たされ豊かに成長できる環境と経験のことで、安全な環境整備、適切な職員

配置・処遇改善、遊びを通した学びの提供、保護者との連携などが含まれます。「量」は保育の必要性に応じた

適切な施設・人員の供給のことです。

②就学後からの子どもへの支援
●就学後の小学校児童、中学校生徒及び18歳までの子どもたちが、心身ともに健全に育つ
よう、子どもたちが過ごす居場所である学校や遊び場、放課後児童クラブ等の安全・安心な
環境づくりと質の向上に努めます。

●悩みや不安を抱える子どもたちに対して、適切な支援や安心して過ごせる環境づくりの整備に
取り組みます。

子育てと健康・福祉にやさしいまち基本目標２
子ども・子育て支援環境の充実１

■現状と課題
●本町では出生数の減少により、保育園、幼稚園、認定こども園の入園児童数も減少傾向で
推移しています。一方で、共働き家庭の増加等により放課後児童クラブの利用人数は増加
しています。本町の特徴としては、観光業、飲食業、宿泊業等のサービス業に従事する町民も
多く、土日・祝日や長期休暇期間等に就労している家庭環境から、教育・保育のニーズが高い
傾向にあります。

●ひとり親家庭では、子育てと生計の維持を一人で担っていく中で、子育てに関する悩みや
経済的な困窮などの課題を抱えることがあります。本町の地域性を踏まえた教育・保育の
あり方や、子育てをサポートする体制の構築が求められています。

第３編 前期基本計画
③子どもの貧困の解消に向けた対策
●貧困により、子どもが適切な養育・教育並びに医療を受けられないこと、多様な体験の機会を
得られないこと及び権利や利益を害され社会から孤立することがないよう、早期発見に努
めます。

●保育所（園）等や学校をはじめ、相談窓口などでの発見から支援へつなげるため、各関係機関
と各種サービスが連携して対応できる体制づくりを推進します。

④課題や困難を抱える子どもや家族への支援
●発達を含めた子どもの障がいやいじめ、不登校、虐待、ネグレクト、ヤングケアラーなど、
子どもたち自身が抱える悩みや不安に起因する心身の負担や負荷を適切にサポートする環境
の整備を充実していきます。

●子どもの安全かつ安心な暮らしを確保するために、関係施設や機関と連携し、保護者やその
家族に寄り添ったフォローとサポートから着実な支援へつながるよう、“人対人”に重点を
置いた、思いやりと配慮のある対応ができる体制づくりを推進します。

⑤子どもの安全確保と子育てを支援する生活環境の整備
●子ども、若者、そして子育て世代が安心して暮らしていける生活環境の整備と利便性の向上に
向けた取組を推進します。

・那須町教育大綱
・那須町教育振興基本計画
・那須町こども計画

■関連する主な個別計画
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■目指す方向性
●町民のニーズに対応した教育・保育サービスの充実のほか、母子保健サービスや子育て支援
事業の提供により、出生から切れ目のない支援体制の構築を図ります。

●関係機関との連携により、困難なケースに対する地域のサポート体制を強化するとともに、
子どもたちが地域とのつながりを感じながら安全・安心に過ごせる環境づくりに取り組みます。

■主要施策
①誕生前から幼児期の支援
●子どもの誕生前から妊娠期、出産、幼児期までの保護者と子どもが、安全かつ健康に過ごせる
よう、保健と医療などの切れ目のない支援を充実します。

●教育と保育が全ての子どもたちにいきわたるよう、質と量※の提供に努めます。

※「質」とは子どもが心身ともに満たされ豊かに成長できる環境と経験のことで、安全な環境整備、適切な職員

配置・処遇改善、遊びを通した学びの提供、保護者との連携などが含まれます。「量」は保育の必要性に応じた

適切な施設・人員の供給のことです。

②就学後からの子どもへの支援
●就学後の小学校児童、中学校生徒及び18歳までの子どもたちが、心身ともに健全に育つ
よう、子どもたちが過ごす居場所である学校や遊び場、放課後児童クラブ等の安全・安心な
環境づくりと質の向上に努めます。

●悩みや不安を抱える子どもたちに対して、適切な支援や安心して過ごせる環境づくりの整備に
取り組みます。

子育てと健康・福祉にやさしいまち基本目標２
子ども・子育て支援環境の充実１

■現状と課題
●本町では出生数の減少により、保育園、幼稚園、認定こども園の入園児童数も減少傾向で
推移しています。一方で、共働き家庭の増加等により放課後児童クラブの利用人数は増加
しています。本町の特徴としては、観光業、飲食業、宿泊業等のサービス業に従事する町民も
多く、土日・祝日や長期休暇期間等に就労している家庭環境から、教育・保育のニーズが高い
傾向にあります。

●ひとり親家庭では、子育てと生計の維持を一人で担っていく中で、子育てに関する悩みや
経済的な困窮などの課題を抱えることがあります。本町の地域性を踏まえた教育・保育の
あり方や、子育てをサポートする体制の構築が求められています。

第３編 前期基本計画
③子どもの貧困の解消に向けた対策
●貧困により、子どもが適切な養育・教育並びに医療を受けられないこと、多様な体験の機会を
得られないこと及び権利や利益を害され社会から孤立することがないよう、早期発見に努
めます。

●保育所（園）等や学校をはじめ、相談窓口などでの発見から支援へつなげるため、各関係機関
と各種サービスが連携して対応できる体制づくりを推進します。

④課題や困難を抱える子どもや家族への支援
●発達を含めた子どもの障がいやいじめ、不登校、虐待、ネグレクト、ヤングケアラーなど、
子どもたち自身が抱える悩みや不安に起因する心身の負担や負荷を適切にサポートする環境
の整備を充実していきます。

●子どもの安全かつ安心な暮らしを確保するために、関係施設や機関と連携し、保護者やその
家族に寄り添ったフォローとサポートから着実な支援へつながるよう、“人対人”に重点を
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■目指す方向性
●少子化による子育てへの影響は大きく、充実した教育・保育が行われるよう、教職員及び
保育士の研修機会を適切に設け、教職員等一人一人の指導力及び資質向上に努め、子どもが
伸び伸びと健やかに成長できる幼児教育環境整備を推進します。

●発育や発達に支援が必要な子どもに対しては、福祉・健康部門と連携し、適切な支援体制
整備を進めていきます。

■主要施策
①子どもたち一人一人へのきめ細かで質の高い教育の推進
　（教育・保育の質の向上）
●各園の研修計画に沿って園内研修の充実を図ります。

●子どもの育ちや学びの連続性を踏まえた教育及び保育となるよう、教諭・保育士全体の資質
能力向上のための研修を企画運営します。

●保育士、教職員等が、子どもの状況に応じた教育・保育を提供する意義や課題を共有できる
ように、合同研修等を開催し資質の向上を図ります。

●幼保小中連絡協議会とともに、切れ目のない支援をすることにより、子どものさらなる成長を
促します。

●家庭教育支援事業（家庭教育支援講演会・親学習プログラム）を開催します。

②幼児教育・保育の質の向上
●保育サービスのさらなる充実と子育て家庭の負担軽減を図るとともに、障がいのある児童
をはじめ、特別な支援が必要な子どもたちも安心して通える幼児教育・保育の環境づくり
を推進します。

●幼児期からの運動習慣形成を促す機会づくりや保育士の研修、保育施設の整備など、
保護者が安心して預けられる保育施設の取組を推進します。

就学前教育の充実２

■現状と課題
●出生数の減少や社会の変化に伴い人間関係の希薄化や地域での見守りなどの減少、家族
形態の変容、価値観やライフスタイルが複雑化・多様化しています。このような中、子どもの
誕生前から妊娠期、出産期、幼児期までの保護者と子どもが安全かつ健康に過ごせるよう
保健、医療などの切れ目ない支援を充実させる必要があります。

●全ての子どもたちに教育と保育が行き渡るよう、質と量の提供に努めるなど、子どもの成長
を促す連続性を重視した就学前教育の環境整備に努める必要があります。

③特別な配慮を必要とする子どもへの支援
●乳幼児期からの定期健康診査等により、子どもの発達の状況を把握し、必要に応じて医療
機関と連携し、適切な支援へつなげます。

●障がいがある児童や発達が気になる子どもに対して、保護者や家族に寄り添ったサポートを
心がけ、各種支援へつなげます。

●外国籍の子どもをはじめ、生活習慣や言語が異なる子どもとその保護者への適切なサポート
を行います。

・那須町教育大綱
・那須町教育振興基本計画
・那須町こども計画

■関連する主な個別計画

4746

第
１
編 

総
論

第
２
編 

基
本
構
想

第
３
編 

前
期
基
本
計
画

資
料
編

１

2

3

4

5

6

7

１

2

3

4

１
基
本
目
標

2
基
本
目
標

3
基
本
目
標

4
基
本
目
標

5
基
本
目
標

6
基
本
目
標



■目指す方向性
●少子化による子育てへの影響は大きく、充実した教育・保育が行われるよう、教職員及び
保育士の研修機会を適切に設け、教職員等一人一人の指導力及び資質向上に努め、子どもが
伸び伸びと健やかに成長できる幼児教育環境整備を推進します。

●発育や発達に支援が必要な子どもに対しては、福祉・健康部門と連携し、適切な支援体制
整備を進めていきます。

■主要施策
①子どもたち一人一人へのきめ細かで質の高い教育の推進
　（教育・保育の質の向上）
●各園の研修計画に沿って園内研修の充実を図ります。

●子どもの育ちや学びの連続性を踏まえた教育及び保育となるよう、教諭・保育士全体の資質
能力向上のための研修を企画運営します。

●保育士、教職員等が、子どもの状況に応じた教育・保育を提供する意義や課題を共有できる
ように、合同研修等を開催し資質の向上を図ります。

●幼保小中連絡協議会とともに、切れ目のない支援をすることにより、子どものさらなる成長を
促します。

●家庭教育支援事業（家庭教育支援講演会・親学習プログラム）を開催します。

②幼児教育・保育の質の向上
●保育サービスのさらなる充実と子育て家庭の負担軽減を図るとともに、障がいのある児童
をはじめ、特別な支援が必要な子どもたちも安心して通える幼児教育・保育の環境づくり
を推進します。

●幼児期からの運動習慣形成を促す機会づくりや保育士の研修、保育施設の整備など、
保護者が安心して預けられる保育施設の取組を推進します。

就学前教育の充実２

■現状と課題
●出生数の減少や社会の変化に伴い人間関係の希薄化や地域での見守りなどの減少、家族
形態の変容、価値観やライフスタイルが複雑化・多様化しています。このような中、子どもの
誕生前から妊娠期、出産期、幼児期までの保護者と子どもが安全かつ健康に過ごせるよう
保健、医療などの切れ目ない支援を充実させる必要があります。

●全ての子どもたちに教育と保育が行き渡るよう、質と量の提供に努めるなど、子どもの成長
を促す連続性を重視した就学前教育の環境整備に努める必要があります。

③特別な配慮を必要とする子どもへの支援
●乳幼児期からの定期健康診査等により、子どもの発達の状況を把握し、必要に応じて医療
機関と連携し、適切な支援へつなげます。

●障がいがある児童や発達が気になる子どもに対して、保護者や家族に寄り添ったサポートを
心がけ、各種支援へつなげます。

●外国籍の子どもをはじめ、生活習慣や言語が異なる子どもとその保護者への適切なサポート
を行います。

・那須町教育大綱
・那須町教育振興基本計画
・那須町こども計画

■関連する主な個別計画
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■目指す方向性
●地域福祉を推進するため、那須町社会福祉協議会の組織強化のための支援を図るとともに、
住民・団体・組織を地域福祉推進の担い手として位置付け、主体的かつ組織的な参加を
促し、地域での相互扶助意識の醸成を図ります。

●那須町ボランティアセンターを拠点に、コーディネーター主導によるボランティアの育成
を図り地域福祉活動を推進します。

■主要施策
①人と人とのつながりを実感できるまちづくり
●既存の各種相談窓口の周知を図るとともに、横断的な連携がとれる相談体制を充実させ
ます。

●ささいなことでも町民が気軽に相談できる窓口の充実や、相談しやすい環境整備を推進
します。

●複雑化・複合化したニーズに対応するための包括的な支援体制づくりを推進します。

②地域の状況・課題を積極的に把握する仕組みとその担い手づくり
●地域の問題・課題の情報収集に努め、解決方法を地域住民と共に協議します。

●住民が福祉に対して関心が持てるよう引き続き啓発を行うほか、地域福祉活動を推進する
ため、地域における若手リーダーの育成を支援します。

●企業や事業所が社会貢献しやすい環境を整備します。

●小地域福祉活動計画※の推進を支援します。

※住民が生活するなかでの地域課題を解決するために取り組むための地区社会福祉協議会ごとの計画。

地域福祉力の促進３

■現状と課題
●少子高齢化、核家族化、価値観の多様化、生活不安の増大、犯罪や事故の深刻化等を
背景に、地域社会のつながりが希薄化しています。また、若年層の地域離れなどにより、
地域活動への参加が減少し、地域福祉を支える人材が不足しています。

●地域福祉の推進には、住民の参加が重要となります。住民のボランティア意識が高まって
いる中、地域に密着したボランティアの育成やコーディネーターの養成が必要です。

●地域社会のつながりの希薄化に関連し、ひとり暮らし高齢者の増加・生活困窮者・虐待・
引きこもりの長期化等による8050問題、ダブルケア、ヤングケアラー等見守りが必要な
方が増加しています。経済的な格差の拡大や雇用形態の多様化により、生活困窮者への
経済的支援だけでなく、就労支援等が必要です。

③ボランティアの広報・啓発活動の充実と人材育成支援
●ボランティアセンターと連携し、活動内容等の情報を広報紙やSNS等に掲載します。

●ボランティアに取り組む団体や個人が気軽に集える場所を提供するとともに、情報提供や
機会を調整し、活動しやすい環境づくりを実施します。

④生活に困窮している方への支援
●生活困窮者自立相談支援員等により、住宅の確保や就労支援、生活支援等の生活困窮対策
を実施します。

●福祉事務所が実施する学習支援事業との連携を図ります。

●組織内における横断的な部署の連携及び他市町やハローワーク、事業所等の多職種と
連携し、自立に向け、就労支援や生活支援等の総合相談体制を整備します。

・那須町地域福祉計画・地域活動計画

■関連する主な個別計画・主要事業
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■目指す方向性
●地域福祉を推進するため、那須町社会福祉協議会の組織強化のための支援を図るとともに、
住民・団体・組織を地域福祉推進の担い手として位置付け、主体的かつ組織的な参加を
促し、地域での相互扶助意識の醸成を図ります。

●那須町ボランティアセンターを拠点に、コーディネーター主導によるボランティアの育成
を図り地域福祉活動を推進します。

■主要施策
①人と人とのつながりを実感できるまちづくり
●既存の各種相談窓口の周知を図るとともに、横断的な連携がとれる相談体制を充実させ
ます。

●ささいなことでも町民が気軽に相談できる窓口の充実や、相談しやすい環境整備を推進
します。

●複雑化・複合化したニーズに対応するための包括的な支援体制づくりを推進します。

②地域の状況・課題を積極的に把握する仕組みとその担い手づくり
●地域の問題・課題の情報収集に努め、解決方法を地域住民と共に協議します。

●住民が福祉に対して関心が持てるよう引き続き啓発を行うほか、地域福祉活動を推進する
ため、地域における若手リーダーの育成を支援します。

●企業や事業所が社会貢献しやすい環境を整備します。

●小地域福祉活動計画※の推進を支援します。

※住民が生活するなかでの地域課題を解決するために取り組むための地区社会福祉協議会ごとの計画。

地域福祉力の促進３

■現状と課題
●少子高齢化、核家族化、価値観の多様化、生活不安の増大、犯罪や事故の深刻化等を
背景に、地域社会のつながりが希薄化しています。また、若年層の地域離れなどにより、
地域活動への参加が減少し、地域福祉を支える人材が不足しています。

●地域福祉の推進には、住民の参加が重要となります。住民のボランティア意識が高まって
いる中、地域に密着したボランティアの育成やコーディネーターの養成が必要です。

●地域社会のつながりの希薄化に関連し、ひとり暮らし高齢者の増加・生活困窮者・虐待・
引きこもりの長期化等による8050問題、ダブルケア、ヤングケアラー等見守りが必要な
方が増加しています。経済的な格差の拡大や雇用形態の多様化により、生活困窮者への
経済的支援だけでなく、就労支援等が必要です。

③ボランティアの広報・啓発活動の充実と人材育成支援
●ボランティアセンターと連携し、活動内容等の情報を広報紙やSNS等に掲載します。

●ボランティアに取り組む団体や個人が気軽に集える場所を提供するとともに、情報提供や
機会を調整し、活動しやすい環境づくりを実施します。

④生活に困窮している方への支援
●生活困窮者自立相談支援員等により、住宅の確保や就労支援、生活支援等の生活困窮対策
を実施します。

●福祉事務所が実施する学習支援事業との連携を図ります。

●組織内における横断的な部署の連携及び他市町やハローワーク、事業所等の多職種と
連携し、自立に向け、就労支援や生活支援等の総合相談体制を整備します。

・那須町地域福祉計画・地域活動計画

■関連する主な個別計画・主要事業
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■目指す方向性
●要介護状態等となっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅生活継続のた
めのサービス基盤を整備し、介護人材の確保と介護現場の生産性向上を推進します。

●高齢者が可能な限り地域において自立した生活を送れるよう、要介護状態の発生や悪化を防
ぐための取組を推進します。

●障がい者本人やその家族が地域で安心して生活できるよう、生活支援や就労支援等のサービ
ス基盤を整備し、サービス提供体制の充実を図ります。

■主要施策
①高齢者の生きがいづくり
●高齢者が生きがいを持って他者と交流できる場を確保するとともに、自らの知識や経験
を生かし、地域の社会活動に参加できるよう、シニアクラブ及びシルバー人材センターの
事業を推進し、高齢者が地域に貢献できる活動を支援します。

●福祉タクシー料金助成事業や地域支援事業等の実施により、高齢者の自立を支援します。

②健康づくり・介護予防の推進
●介護が必要になる前から、適切な介護予防事業につなげるとともに、地域における介護
予防活動や健康づくりの取組を推進します。

③認知症施策の推進
●認知症施策推進大綱の主旨に沿って、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を
持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と
「予防」を車の両輪として、認知症施策を推進します。

高齢者・障がい者福祉の充実４

■現状と課題
●2040年に向けて生産年齢人口の大幅な減少と、85歳以上人口の増加が見込まれる中、
独居高齢者や高齢者のみの世帯が増加しています。一方でシニアクラブやシルバー人材
センターの会員加入は伸び悩んでおり、健康や社会参加を促す工夫が必要です。

●人口減少に伴い介護サービス需要に変化が生じており、これに応じたサービス提供体制の
構築、介護人材の確保、職場環境の改善が課題となっています。

●身体障害者手帳所持者の高齢化や精神障害者手帳所持者の増加に伴い、障害福祉サービス
の提供体制の確保が求められています。

④介護保険事業の適切な運営
●中長期的な人口動態や介護サービスの需要見込みを把握し、サービスを維持・確保する
ための柔軟な対応による介護サービス基盤の確保を計画的に進めるとともに、処遇改善
などの人材確保、生産性向上による業務効率化に取り組みます。

⑤障がい者福祉の推進
●那須町障がい者計画・那須町障がい福祉計画・那須町障がい児福祉計画に基づき、障がい
がある方が地域で自立した生活を送れるよう、サービス利用の促進を図ります。

・那須町高齢者福祉・介護保険事業計画
・那須町障がい者計画・那須町障がい福祉計画・那須町障がい児福祉計画

■関連する主な個別計画

5150

第
１
編 

総
論

第
２
編 

基
本
構
想

第
３
編 

前
期
基
本
計
画

資
料
編

１

2

3

4

5

6

7

１

2

3

4

１
基
本
目
標

2
基
本
目
標

3
基
本
目
標

4
基
本
目
標

5
基
本
目
標

6
基
本
目
標



■目指す方向性
●要介護状態等となっても、住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、在宅生活継続のた
めのサービス基盤を整備し、介護人材の確保と介護現場の生産性向上を推進します。

●高齢者が可能な限り地域において自立した生活を送れるよう、要介護状態の発生や悪化を防
ぐための取組を推進します。

●障がい者本人やその家族が地域で安心して生活できるよう、生活支援や就労支援等のサービ
ス基盤を整備し、サービス提供体制の充実を図ります。

■主要施策
①高齢者の生きがいづくり
●高齢者が生きがいを持って他者と交流できる場を確保するとともに、自らの知識や経験
を生かし、地域の社会活動に参加できるよう、シニアクラブ及びシルバー人材センターの
事業を推進し、高齢者が地域に貢献できる活動を支援します。

●福祉タクシー料金助成事業や地域支援事業等の実施により、高齢者の自立を支援します。

②健康づくり・介護予防の推進
●介護が必要になる前から、適切な介護予防事業につなげるとともに、地域における介護
予防活動や健康づくりの取組を推進します。

③認知症施策の推進
●認知症施策推進大綱の主旨に沿って、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を
持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と
「予防」を車の両輪として、認知症施策を推進します。

高齢者・障がい者福祉の充実４

■現状と課題
●2040年に向けて生産年齢人口の大幅な減少と、85歳以上人口の増加が見込まれる中、
独居高齢者や高齢者のみの世帯が増加しています。一方でシニアクラブやシルバー人材
センターの会員加入は伸び悩んでおり、健康や社会参加を促す工夫が必要です。

●人口減少に伴い介護サービス需要に変化が生じており、これに応じたサービス提供体制の
構築、介護人材の確保、職場環境の改善が課題となっています。

●身体障害者手帳所持者の高齢化や精神障害者手帳所持者の増加に伴い、障害福祉サービス
の提供体制の確保が求められています。

④介護保険事業の適切な運営
●中長期的な人口動態や介護サービスの需要見込みを把握し、サービスを維持・確保する
ための柔軟な対応による介護サービス基盤の確保を計画的に進めるとともに、処遇改善
などの人材確保、生産性向上による業務効率化に取り組みます。

⑤障がい者福祉の推進
●那須町障がい者計画・那須町障がい福祉計画・那須町障がい児福祉計画に基づき、障がい
がある方が地域で自立した生活を送れるよう、サービス利用の促進を図ります。

・那須町高齢者福祉・介護保険事業計画
・那須町障がい者計画・那須町障がい福祉計画・那須町障がい児福祉計画

■関連する主な個別計画
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■目指す方向性
●特定健診やがん検診の受診促進と受診後のフォロー体制を強化し、生活習慣の改善や
重症化予防を推進します。また、町民一人一人が健康意識を高め、日常生活で健康行動を実践
できる仕組みの構築を図ります。

●地域内で一次・二次医療が安定的に提供されるよう、関係市町及び医療機関との連携・支援
を推進します。

●保健指導による健康増進や医療機関との連携を通じて、生活習慣病の予防や早期発見を
推進し、医療費の抑制に努めるとともに、保険税（料）の安定的な財源確保により、制度の
健全な運営を図ります。

■主要施策
①各種健康診査の受診促進の取組
●町民が受けやすい健診（検診）の方法や体制について検討し、受診率向上を図ります。

●健診（検診）後の事後指導を実施し、自らが生活習慣を改善していけるように支援します。

●各種がん検診の受診率向上のため、未受診者への受診勧奨を行います。

●精度管理を高めた検診を実施し、精密検査の受診率の向上に努めます。

●特定健診、がん検診の受診率向上を図るため、案内方法の多様化、ICT化の推進を図ります。

●国民健康保険や後期高齢者医療保険加入者へ人間ドック受診の案内を推進します。

健康づくりの促進と医療体制の充実５

■現状と課題
●本町では、特定健診やがん検診等の受診率が低く、生活習慣病の罹患率が高い状態が
続いています。健康に関心を持つ層と関心が薄い層の二極化が進んでおり、特に働き盛り
世代や若年層の健康診断・講座参加率が低く対策が必要です。

●町内には入院機能を有する医療機関が少なく、外来診療を中心としたクリニックが主で、
急性期医療や専門的医療は近隣市に依存しています。また、医師の高齢化や後継者不足が
進行しており、医師（常勤医）や看護師等の確保が課題となっています。

●国民健康保険や後期高齢者医療保険は、国民皆保険制度の根幹であり、医療保険制度の
受け皿です。人口減少と超高齢化が進む中、医療費の増加や主要財源である保険税（料）の
安定的な確保が制度運営上の課題となっています。

②健康づくり事業の推進
●健康に関する知識の普及・啓発に努め、生活習慣病予防を推進します。

●慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の名称と疾患に関する知識の普及・啓発に努めます。

●健康的な生活習慣を実践するための食育、運動、たばこ等の分野間における横断的な取組に
より、生活習慣病の発症予防を推進します。

③地域医療と広域医療の連携と充実
●町内の医療機関（診療所・歯科・薬局等）との連携による身近な医療提供体制の確保に
取り組みます。

●医師会・歯科医師会・薬剤師会との連携強化に取り組むとともに、定期的な意見交換を実施
します。

●休日及び夜間の急患に対応するため、在宅当番医制、病院群輪番制及び那須地区夜間急患診
療所の開設を支援し、休日及び夜間の医療体制の充実を図ります。また、無医地区への巡
回診療を検討するとともに、広域医療に関し関係市町及び医療機関と緊密な連携・充実を図
ります。

・那須町健康増進計画
・那須町国民健康保険データヘルス計画・特定健康診査等実施計画

■関連する主な個別計画
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■目指す方向性
●特定健診やがん検診の受診促進と受診後のフォロー体制を強化し、生活習慣の改善や
重症化予防を推進します。また、町民一人一人が健康意識を高め、日常生活で健康行動を実践
できる仕組みの構築を図ります。

●地域内で一次・二次医療が安定的に提供されるよう、関係市町及び医療機関との連携・支援
を推進します。

●保健指導による健康増進や医療機関との連携を通じて、生活習慣病の予防や早期発見を
推進し、医療費の抑制に努めるとともに、保険税（料）の安定的な財源確保により、制度の
健全な運営を図ります。

■主要施策
①各種健康診査の受診促進の取組
●町民が受けやすい健診（検診）の方法や体制について検討し、受診率向上を図ります。

●健診（検診）後の事後指導を実施し、自らが生活習慣を改善していけるように支援します。

●各種がん検診の受診率向上のため、未受診者への受診勧奨を行います。

●精度管理を高めた検診を実施し、精密検査の受診率の向上に努めます。

●特定健診、がん検診の受診率向上を図るため、案内方法の多様化、ICT化の推進を図ります。

●国民健康保険や後期高齢者医療保険加入者へ人間ドック受診の案内を推進します。

健康づくりの促進と医療体制の充実５

■現状と課題
●本町では、特定健診やがん検診等の受診率が低く、生活習慣病の罹患率が高い状態が
続いています。健康に関心を持つ層と関心が薄い層の二極化が進んでおり、特に働き盛り
世代や若年層の健康診断・講座参加率が低く対策が必要です。

●町内には入院機能を有する医療機関が少なく、外来診療を中心としたクリニックが主で、
急性期医療や専門的医療は近隣市に依存しています。また、医師の高齢化や後継者不足が
進行しており、医師（常勤医）や看護師等の確保が課題となっています。

●国民健康保険や後期高齢者医療保険は、国民皆保険制度の根幹であり、医療保険制度の
受け皿です。人口減少と超高齢化が進む中、医療費の増加や主要財源である保険税（料）の
安定的な確保が制度運営上の課題となっています。

②健康づくり事業の推進
●健康に関する知識の普及・啓発に努め、生活習慣病予防を推進します。

●慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の名称と疾患に関する知識の普及・啓発に努めます。

●健康的な生活習慣を実践するための食育、運動、たばこ等の分野間における横断的な取組に
より、生活習慣病の発症予防を推進します。

③地域医療と広域医療の連携と充実
●町内の医療機関（診療所・歯科・薬局等）との連携による身近な医療提供体制の確保に
取り組みます。

●医師会・歯科医師会・薬剤師会との連携強化に取り組むとともに、定期的な意見交換を実施
します。

●休日及び夜間の急患に対応するため、在宅当番医制、病院群輪番制及び那須地区夜間急患診
療所の開設を支援し、休日及び夜間の医療体制の充実を図ります。また、無医地区への巡
回診療を検討するとともに、広域医療に関し関係市町及び医療機関と緊密な連携・充実を図
ります。

・那須町健康増進計画
・那須町国民健康保険データヘルス計画・特定健康診査等実施計画

■関連する主な個別計画
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■目指す方向性
●豊かな自然環境を守りながら、観光資源と地域経済がともに発展する「観光立町」を目指
します。

●観光の拠点となる２つの道の駅の機能充実を図り、国内外から訪れる観光客に満足いた
だける「おもてなし観光」を推進することで、観光誘客のさらなる拡大を目指します。

●SNSなどを効果的に活用し、観光地「那須」の魅力を発信するとともに、観光客の利便性
や満足度を高めます。

■主要施策
①観光資源の保全と活用
●雄大な茶臼岳を中心とした自然景観や豊富な温泉資源、風情ある田園風景が残る芦野・
伊王野地域の史跡などの地域資源について保全を図り、魅力的な観光資源として活用
します。

●那須町景観計画における景観形成重点地区である主要地方道那須高原線（那須街道）など
主要な観光ルートの景観保護を軸に、住民参加による景観づくりを推進します。

●「国立公園」や「那須平成の森」について、官民の関係機関が連携して、保全活動を推進すると
ともに、秩序ある観光資源の利活用を行います。

●茶臼岳周辺の奥那須地区について、渋滞対策も含め、自然景観を生かした再整備の研究を
行います。

産業振興により活力あふれるまち基本目標３
国内外からの観光誘客の促進１

■現状と課題
●日光国立公園那須地域は、自然や温泉などの豊富な観光資源に恵まれ、皇室ファミリー
が訪れるロイヤルリゾートエリアです。町の魅力を発信する拠点として道の駅「那須高原
友愛の森」と「東山道伊王野」が整備されており、観光、地域振興のみならず、災害対策の
活動拠点としての役割も担っています。

●冬季の観光客減少、外国人観光客受入れ体制の未整備、観光シーズンに発生する交通渋滞へ
の対応、並びに芦野・伊王野地区の歴史資源が十分に活用されていないことが課題となって
います。これらの課題に対し、適切な施策展開を図り、年間を通じた持続可能な観光振興を
推進する必要があります。

第３編 前期基本計画
②おもてなし観光の推進
●観光協会や旅館、民宿、ペンション組合等との連携による接遇研修の促進に努め、地域
ぐるみでおもてなし観光を推進し、リピーターに愛される観光地づくりに努めます。

●観光周遊バスをはじめとする二次交通の充実を図り、来訪者の利便性向上を図るとともに、
那須を訪れる観光客が快適に滞在できるよう、公衆トイレのさらなる満足度向上を目指し
ます。

●観光ニーズの多様化・高度化・広域化に対応するため、SNSや情報メディアを活用し、幅広い
年代層からの多様な観光需要に応えるため、地域の魅力を生かした誘客活動を展開します。

●ペットにやさしい那須や温泉地としての魅力を生かし、さらなるブランド化を図ることで、
誘客の促進につなげます。

③外国人観光客誘致の促進
●外国人観光客の誘客促進を図るため、海外旅行エージェントへの旅行商品造成の働き
かけや、通信設備、ガイド、二次交通等の受入れ体制の整備促進を図ります。

●外国人観光客向けのマップなど情報ツールを整備し、案内板の外国語併記を進めて観光地
の国際化を推進するとともに、旅館・ホテル等の外国人受入れ体制の促進を図ります。

●海外プロモーション等の強化によるインバウンド誘客を促進します。

④観光交流拠点の整備促進
●道の駅「那須高原友愛の森」を那須町観光の玄関口とし、町全体への観光誘客を進めるとと
もに、道の駅「東山道伊王野」では、施設の充実により観光誘客を推進します。

●国・県の関係機関と連携して登山道や自然散策路、自然公園施設等の整備を推進すると
ともに、那須温泉の多様な泉質を保全しながら、歩いて楽しい温泉街の整備を進めます。

●芦野・伊王野地区の歴史・文化的遺産を地域資源として活用し、景観形成を図りながら交流
人口の増加を推進します。

⑤体験観光の充実
●体験観光プログラムの充実や受入れ体制を整備し、ガイド・インストラクターの発掘及び育成
を図ります。

●町内の様々な観光資源を活用し、地域の特性を生かした体験・滞在型の教育旅行、ニュー
ツーリズム観光の創出に努め、誘客促進を図ります。

⑥地域間交流の拡大
●栃木圏域、定住自立圏域、福島県南エリアとの連携を推進するとともに、旅行エージェントに
積極的に働きかけ、新しい旅行商品の開発を促進し、広域観光交流の拡大を図ります。

●那須高原・黒田原・芦野・伊王野などの町内の観光拠点を結ぶ周遊ルートの形成・強化を図り
ます。
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■目指す方向性
●豊かな自然環境を守りながら、観光資源と地域経済がともに発展する「観光立町」を目指
します。

●観光の拠点となる２つの道の駅の機能充実を図り、国内外から訪れる観光客に満足いた
だける「おもてなし観光」を推進することで、観光誘客のさらなる拡大を目指します。

●SNSなどを効果的に活用し、観光地「那須」の魅力を発信するとともに、観光客の利便性
や満足度を高めます。

■主要施策
①観光資源の保全と活用
●雄大な茶臼岳を中心とした自然景観や豊富な温泉資源、風情ある田園風景が残る芦野・
伊王野地域の史跡などの地域資源について保全を図り、魅力的な観光資源として活用
します。

●那須町景観計画における景観形成重点地区である主要地方道那須高原線（那須街道）など
主要な観光ルートの景観保護を軸に、住民参加による景観づくりを推進します。

●「国立公園」や「那須平成の森」について、官民の関係機関が連携して、保全活動を推進すると
ともに、秩序ある観光資源の利活用を行います。

●茶臼岳周辺の奥那須地区について、渋滞対策も含め、自然景観を生かした再整備の研究を
行います。

産業振興により活力あふれるまち基本目標３
国内外からの観光誘客の促進１

■現状と課題
●日光国立公園那須地域は、自然や温泉などの豊富な観光資源に恵まれ、皇室ファミリー
が訪れるロイヤルリゾートエリアです。町の魅力を発信する拠点として道の駅「那須高原
友愛の森」と「東山道伊王野」が整備されており、観光、地域振興のみならず、災害対策の
活動拠点としての役割も担っています。

●冬季の観光客減少、外国人観光客受入れ体制の未整備、観光シーズンに発生する交通渋滞へ
の対応、並びに芦野・伊王野地区の歴史資源が十分に活用されていないことが課題となって
います。これらの課題に対し、適切な施策展開を図り、年間を通じた持続可能な観光振興を
推進する必要があります。

第３編 前期基本計画
②おもてなし観光の推進
●観光協会や旅館、民宿、ペンション組合等との連携による接遇研修の促進に努め、地域
ぐるみでおもてなし観光を推進し、リピーターに愛される観光地づくりに努めます。

●観光周遊バスをはじめとする二次交通の充実を図り、来訪者の利便性向上を図るとともに、
那須を訪れる観光客が快適に滞在できるよう、公衆トイレのさらなる満足度向上を目指し
ます。

●観光ニーズの多様化・高度化・広域化に対応するため、SNSや情報メディアを活用し、幅広い
年代層からの多様な観光需要に応えるため、地域の魅力を生かした誘客活動を展開します。

●ペットにやさしい那須や温泉地としての魅力を生かし、さらなるブランド化を図ることで、
誘客の促進につなげます。

③外国人観光客誘致の促進
●外国人観光客の誘客促進を図るため、海外旅行エージェントへの旅行商品造成の働き
かけや、通信設備、ガイド、二次交通等の受入れ体制の整備促進を図ります。

●外国人観光客向けのマップなど情報ツールを整備し、案内板の外国語併記を進めて観光地
の国際化を推進するとともに、旅館・ホテル等の外国人受入れ体制の促進を図ります。

●海外プロモーション等の強化によるインバウンド誘客を促進します。

④観光交流拠点の整備促進
●道の駅「那須高原友愛の森」を那須町観光の玄関口とし、町全体への観光誘客を進めるとと
もに、道の駅「東山道伊王野」では、施設の充実により観光誘客を推進します。

●国・県の関係機関と連携して登山道や自然散策路、自然公園施設等の整備を推進すると
ともに、那須温泉の多様な泉質を保全しながら、歩いて楽しい温泉街の整備を進めます。

●芦野・伊王野地区の歴史・文化的遺産を地域資源として活用し、景観形成を図りながら交流
人口の増加を推進します。

⑤体験観光の充実
●体験観光プログラムの充実や受入れ体制を整備し、ガイド・インストラクターの発掘及び育成
を図ります。

●町内の様々な観光資源を活用し、地域の特性を生かした体験・滞在型の教育旅行、ニュー
ツーリズム観光の創出に努め、誘客促進を図ります。

⑥地域間交流の拡大
●栃木圏域、定住自立圏域、福島県南エリアとの連携を推進するとともに、旅行エージェントに
積極的に働きかけ、新しい旅行商品の開発を促進し、広域観光交流の拡大を図ります。

●那須高原・黒田原・芦野・伊王野などの町内の観光拠点を結ぶ周遊ルートの形成・強化を図り
ます。
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⑦那須高原の渋滞対策
●那須高原の渋滞緩和と観光客の周遊性の向上、環境負荷の低減を図るため、交通情報の提
供等による渋滞対策を推進し、観光客の満足度向上を図ります。

・那須町観光振興基本計画

■関連する主な個別計画

■目指す方向性
●農業は本町の基幹産業であり、町の特性を活かし振興と活性化を目指します。担い手の
確保・育成、組織化・法人化による生産効率化、農地流動化による規模拡大を支援します。
農畜産物・園芸作物の高品質化やブランド化、６次産業化を推進し、競争力強化と豊かな農村
社会を創出します。

●農業と観光の連携や都市住民との交流で地域活性化を図り、土地改良事業で生産基盤を
整備し、安全・安心な農畜産物の生産拠点を目指します。農地利用の最適化のため、農地
集積・集約化、遊休農地解消、新規参入促進を進め、農地中間管理機構と連携します。

●森林の適正な整備・管理を進め、木材生産や多面的機能を維持するため、森林組合等と
連携し経営基盤を強化します。担い手の育成・確保、合理的・計画的な森林整備を推進し、
建築物等への木材利用を促進することで、林業の持続可能性と地域経済の活性化を目指し
ます。

■主要施策
①農業生産基盤の強化
●条件不利農地について、圃場整備の実施等による省力化、低コスト化による生産性の向
上を目指します。

●農道、集落道、農業用排水路の整備により、農作物の輸送体系と農作業の効率化を進
め、農村地域の生活環境の改善を推進するとともに、多面的機能の維持・発揮を図るた
めの取組を推進します。

農林業の推進２

■現状と課題
●本町の農業は、平坦地での米作を主体とした水田地帯と、山麓地帯での畜産業を主体とした
地域で構成されており、野菜・花きなどの園芸作物も取り入れられています。

●近年農業を取り巻く環境は極めて厳しく、農業従事者の高齢化、担い手不足、資材等の高騰、
耕作放棄地の増加、気候変動、などの課題に直面しています。さらに、今後、使われない農地
が増え、地域の農地が適正に利用されなくなることが懸念されます。

●畜産業では輸入飼料への依存度が高く、飼料価格の高止まりが経営を圧迫しています。
また、鳥インフルエンザや豚熱、口蹄疫などの家畜伝染病が地域経済や食の安全に影響を
与えるリスクがあります。

●本町の林業は、八溝山系の良質な杉材生産が盛んです。しかし、木材価格の低迷や採算性の
悪化、従事者の減少・高齢化、後継者不足により、適切に管理されていない森林が存在
します。森林の適正な整備・管理を進め、林業生産活動の活性化や生産基盤整備、林産物の
安定供給が求められています。
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⑦那須高原の渋滞対策
●那須高原の渋滞緩和と観光客の周遊性の向上、環境負荷の低減を図るため、交通情報の提
供等による渋滞対策を推進し、観光客の満足度向上を図ります。

・那須町観光振興基本計画

■関連する主な個別計画

■目指す方向性
●農業は本町の基幹産業であり、町の特性を活かし振興と活性化を目指します。担い手の
確保・育成、組織化・法人化による生産効率化、農地流動化による規模拡大を支援します。
農畜産物・園芸作物の高品質化やブランド化、６次産業化を推進し、競争力強化と豊かな農村
社会を創出します。

●農業と観光の連携や都市住民との交流で地域活性化を図り、土地改良事業で生産基盤を
整備し、安全・安心な農畜産物の生産拠点を目指します。農地利用の最適化のため、農地
集積・集約化、遊休農地解消、新規参入促進を進め、農地中間管理機構と連携します。

●森林の適正な整備・管理を進め、木材生産や多面的機能を維持するため、森林組合等と
連携し経営基盤を強化します。担い手の育成・確保、合理的・計画的な森林整備を推進し、
建築物等への木材利用を促進することで、林業の持続可能性と地域経済の活性化を目指し
ます。

■主要施策
①農業生産基盤の強化
●条件不利農地について、圃場整備の実施等による省力化、低コスト化による生産性の向
上を目指します。

●農道、集落道、農業用排水路の整備により、農作物の輸送体系と農作業の効率化を進
め、農村地域の生活環境の改善を推進するとともに、多面的機能の維持・発揮を図るた
めの取組を推進します。

農林業の推進２

■現状と課題
●本町の農業は、平坦地での米作を主体とした水田地帯と、山麓地帯での畜産業を主体とした
地域で構成されており、野菜・花きなどの園芸作物も取り入れられています。

●近年農業を取り巻く環境は極めて厳しく、農業従事者の高齢化、担い手不足、資材等の高騰、
耕作放棄地の増加、気候変動、などの課題に直面しています。さらに、今後、使われない農地
が増え、地域の農地が適正に利用されなくなることが懸念されます。

●畜産業では輸入飼料への依存度が高く、飼料価格の高止まりが経営を圧迫しています。
また、鳥インフルエンザや豚熱、口蹄疫などの家畜伝染病が地域経済や食の安全に影響を
与えるリスクがあります。

●本町の林業は、八溝山系の良質な杉材生産が盛んです。しかし、木材価格の低迷や採算性の
悪化、従事者の減少・高齢化、後継者不足により、適切に管理されていない森林が存在
します。森林の適正な整備・管理を進め、林業生産活動の活性化や生産基盤整備、林産物の
安定供給が求められています。
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・那須農業振興地域整備計画
・那須町酪農・肉用牛生産近代化計画
・那須町鳥獣被害防止計画
・那須町森林整備計画

■関連する主な個別計画

●農地の適正利用を図るため、農地の集積強化と耕作放棄地の解消について、関係団体と
の連携を図りながら推進します。

●中山間地域に合ったＩＣＴ化の検討を推進します。

②産地形成の推進及び競争力の強化
●地域の特性を踏まえ、ＪＡ等と連携して米、畜産、花き、野菜等の主産地形成に努めます。

●良質米の計画的生産と、転作田を利用した町振興作物、麦、大豆、飼料作物等の生産拡大の
ため、団地化や担い手への農地の集積、水田の高度利用を推進します。

●首都圏農業の確立を目指し、品質・規格の統一や、消費者ニーズに応えられる安全・安心な
作物の生産・地域形成に努めるとともに、農畜産物の高付加価値化や６次産業化を図り、
個性豊かなブランドづくりを推進します。

●農業経営体の育成と経営改善を図るための取組を支援し、競争力のある収益性の高い農業
の確立を推進します。

●直売所・農村レストランなど、道の駅を中心とした農業と観光の連携、グリーンツーリズム
など都市住民との交流による農村地域の活性化を図ります。

③農業担い手の育成・確保
●農業公社と連携し、農地の売買や貸借の促進等により、農業経営の拡大や担い手への農地の
集積を進めます。

●関係機関と連携を図り、農業技術や経営など農地等に関する情報を積極的に提供し、青年
から中高年までの幅広い新規就農者の確保に取り組みます。

●担い手不足や高齢化に伴う耕作放棄地の増加を防ぐため、地域計画の活用により、地域農業
を支える担い手の育成と確保を推進します。

●集落営農組織の設立を促進し、農地の集積を進めるとともに、組織経営の安定化と次世代
への継続性の確保に向けて法人化を促進します。

④農業関係団体との連携
●気候変動や農業情勢の変化に対応するため、農業関係機関・団体との連携を図り、本町の
農業振興に努めます。

●耕作放棄地の発生防止や農地の有効活用を促進します。

●農地法に基づく農地の権利移動についての許可等事務や農地の利用状況調査（農地
パトロール）、利用意向調査に取り組みます。

⑤畜産の振興
●良質な飼料を増産するために、奨励品種の積極的な活用や省力化機械導入による飼料の増
産と高品質で安定した収量の確保を推進します。

●家畜伝染病予防対策を推進し、町内の畜産物の安定供給及び町内の畜産農業者の経営安定
化を図ります。

⑥有害鳥獣対策の推進
●近年増加している有害鳥獣による農作物への被害拡大防止のため、個体数の適正管理と
防護柵等の設置による被害防止対策を推進します。

⑦林業担い手の育成・確保
●関係機関と連携し、担い手の育成等にかかわる林業事業体・関係機関・団体への支援を行い、
林業従事者の育成・確保を図るとともに、労働環境の向上に関する支援を行い、定着を
促します。

⑧計画的な森林管理・整備の促進
●森林施業の効率化と森林の持つ多面的な機能の発揮に向けて、関係機関と連携し、林道・
作業道の整備・維持管理を進めます。

●森林所有者の合意形成や森林組合を中心とした施業の共同化・集約化を進め、デジタル技術
を活用したスマート林業の導入を支援します。また、高性能林業機械の導入や施業の集約化
を促進し、生産性向上、省力化、労働強度の軽減を図り、生産コストを低減します。

●森林整備等にあたっては、森林経営管理制度や森林環境譲与税の活用を図ります。

●町民や町民団体、民間企業等と協働し、森林・里山の保全・整備に努めるほか、森林環境
学習、木工体験の場としての森林の活用を図ります。

⑨木材需要の拡大
●町の財産である町有林からの産材を積極的に利用します。地域材である「八溝材」の利用
拡大に向け、木造住宅建築を推進するとともに、公共施設等への地域材の活用促進に
努めます。

⑩森林環境の保全と普及啓発
●植林・下刈・間伐等の実施により、健全な森林整備を推進するとともに、人工林及び天然林の
整備・保全を行い、二酸化炭素吸収量の高い森林を育成し、地球温暖化防止に努めます。

●国庫補助事業や県民税事業を活用し、皆伐による森林資源の循環利用の促進と森林の
若返りに取り組みます。

●那須町の森を育む基金を原資とし、管理が行き届かず荒廃した森林の適正な管理・保全や
木材利用等の普及啓発に取り組みます。

●荒廃地の復旧整備や水源かん養の機能向上等を図るため、治山事業を効率的かつ効果的に
取り組みます。
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・那須農業振興地域整備計画
・那須町酪農・肉用牛生産近代化計画
・那須町鳥獣被害防止計画
・那須町森林整備計画

■関連する主な個別計画

●農地の適正利用を図るため、農地の集積強化と耕作放棄地の解消について、関係団体と
の連携を図りながら推進します。

●中山間地域に合ったＩＣＴ化の検討を推進します。

②産地形成の推進及び競争力の強化
●地域の特性を踏まえ、ＪＡ等と連携して米、畜産、花き、野菜等の主産地形成に努めます。

●良質米の計画的生産と、転作田を利用した町振興作物、麦、大豆、飼料作物等の生産拡大の
ため、団地化や担い手への農地の集積、水田の高度利用を推進します。

●首都圏農業の確立を目指し、品質・規格の統一や、消費者ニーズに応えられる安全・安心な
作物の生産・地域形成に努めるとともに、農畜産物の高付加価値化や６次産業化を図り、
個性豊かなブランドづくりを推進します。

●農業経営体の育成と経営改善を図るための取組を支援し、競争力のある収益性の高い農業
の確立を推進します。

●直売所・農村レストランなど、道の駅を中心とした農業と観光の連携、グリーンツーリズム
など都市住民との交流による農村地域の活性化を図ります。

③農業担い手の育成・確保
●農業公社と連携し、農地の売買や貸借の促進等により、農業経営の拡大や担い手への農地の
集積を進めます。

●関係機関と連携を図り、農業技術や経営など農地等に関する情報を積極的に提供し、青年
から中高年までの幅広い新規就農者の確保に取り組みます。

●担い手不足や高齢化に伴う耕作放棄地の増加を防ぐため、地域計画の活用により、地域農業
を支える担い手の育成と確保を推進します。

●集落営農組織の設立を促進し、農地の集積を進めるとともに、組織経営の安定化と次世代
への継続性の確保に向けて法人化を促進します。

④農業関係団体との連携
●気候変動や農業情勢の変化に対応するため、農業関係機関・団体との連携を図り、本町の
農業振興に努めます。

●耕作放棄地の発生防止や農地の有効活用を促進します。

●農地法に基づく農地の権利移動についての許可等事務や農地の利用状況調査（農地
パトロール）、利用意向調査に取り組みます。

⑤畜産の振興
●良質な飼料を増産するために、奨励品種の積極的な活用や省力化機械導入による飼料の増
産と高品質で安定した収量の確保を推進します。

●家畜伝染病予防対策を推進し、町内の畜産物の安定供給及び町内の畜産農業者の経営安定
化を図ります。

⑥有害鳥獣対策の推進
●近年増加している有害鳥獣による農作物への被害拡大防止のため、個体数の適正管理と
防護柵等の設置による被害防止対策を推進します。

⑦林業担い手の育成・確保
●関係機関と連携し、担い手の育成等にかかわる林業事業体・関係機関・団体への支援を行い、
林業従事者の育成・確保を図るとともに、労働環境の向上に関する支援を行い、定着を
促します。

⑧計画的な森林管理・整備の促進
●森林施業の効率化と森林の持つ多面的な機能の発揮に向けて、関係機関と連携し、林道・
作業道の整備・維持管理を進めます。

●森林所有者の合意形成や森林組合を中心とした施業の共同化・集約化を進め、デジタル技術
を活用したスマート林業の導入を支援します。また、高性能林業機械の導入や施業の集約化
を促進し、生産性向上、省力化、労働強度の軽減を図り、生産コストを低減します。

●森林整備等にあたっては、森林経営管理制度や森林環境譲与税の活用を図ります。

●町民や町民団体、民間企業等と協働し、森林・里山の保全・整備に努めるほか、森林環境
学習、木工体験の場としての森林の活用を図ります。

⑨木材需要の拡大
●町の財産である町有林からの産材を積極的に利用します。地域材である「八溝材」の利用
拡大に向け、木造住宅建築を推進するとともに、公共施設等への地域材の活用促進に
努めます。

⑩森林環境の保全と普及啓発
●植林・下刈・間伐等の実施により、健全な森林整備を推進するとともに、人工林及び天然林の
整備・保全を行い、二酸化炭素吸収量の高い森林を育成し、地球温暖化防止に努めます。

●国庫補助事業や県民税事業を活用し、皆伐による森林資源の循環利用の促進と森林の
若返りに取り組みます。

●那須町の森を育む基金を原資とし、管理が行き届かず荒廃した森林の適正な管理・保全や
木材利用等の普及啓発に取り組みます。

●荒廃地の復旧整備や水源かん養の機能向上等を図るため、治山事業を効率的かつ効果的に
取り組みます。

5958

第
１
編 

総
論

第
２
編 

基
本
構
想

第
３
編 

前
期
基
本
計
画

資
料
編

１

2

3

4

5

6

7

１

2

3

4

１
基
本
目
標

2
基
本
目
標

3
基
本
目
標

4
基
本
目
標

5
基
本
目
標

6
基
本
目
標



③中小企業の支援
●中小企業の経営基盤強化や経営安定、技術改革、情報化等に対応する設備の近代化のため、
各種融資制度の活用による支援を行います。また、緊急の経済状況にあっては、低利融資に
関する施策を充実させるなど迅速で的確な対応に努めます。

●小規模事業者の自然災害等への事前の備え、事後のいち早い復旧を支援するため、事業
継続力強化支援事業を推進し、経営基盤強化と経営安定を図ります。

④商店街の振興
●地域の特性を生かしながら、商業者や商工会等との連携のもとに、にぎわいのある商店街の
形成・活性化を推進します。

●空き店舗バンクの運用を促進し、商工会や関係団体等と連携を図りながら空き店舗の
活用方策を講じます。また、空き店舗等リフォーム補助制度の活用を促します。

⑤地産地消と那須ブランドの推進
●旅館・ホテルをはじめ、小売店、飲食店、食品加工業者と連携し、地域で生産された食材の
利用拡大を図ることで地産地消を推進し、地場産品の地域ブランド価値を高めます。

●観光・農業・林業など産業の異なる分野との連携を促し、特産品の研究・開発や販路の拡大
などの商業活動を積極的に支援します。

●「那須ブランド」として認定された優れた地場産品について、経済団体等と連携し、情報発信
と販路拡大に努め、地域経済の活性化を図ります。

⑥創業支援や制度資金の利活用
●町内での創業支援や那須町中小企業振興資金融資制度の充実を図るとともに、国・県の融資
制度や信用保証制度の積極的な利活用を促進します。

⑦商工業団体の強化
●町商工会及び各種商工団体の緊密な連携により事業者への支援体制を整え、中小商工業者
の経営基盤を強化します。

⑧企業誘致と分散型社会への取組
●国、県と綿密な連携を取りながら、那須町事業用地等情報提供制度や民間ネットワーク等を
活用し、企業誘致に適した候補地リストを作成し、情報提供を行います。

●「企業誘致に係る優遇制度」の積極的なＰＲと活用を図るとともに、対象企業との情報交換等
により、フォローアップの実施などサポート体制の構築を図ります。

●東京一極集中型から分散型への移行促進のため、テレワークや二地域居住を促進すると
ともに、県及び都内金融機関との情報共有を図り、一般企業のほか、政府機関、大学等の誘致
についての研究を進めます。

■目指す方向性
●本町の商業は、地域特性を活かし、にぎわいのある商店街づくりを目指します。異業種間の
連携を強化するとともに、「那須ブランド」の地元産品やサービスを町内外に発信し、販路
拡大と地域経済の活性化を推進します。さらに、地産地消運動を進め、地域食材の利用を
拡大するとともに、移住や新規創業を促進し、人口減少や人手不足に対応するため、関係機関
と連携して出店や創業を支援します。

●自然環境の保全と産業間の調和に配慮し、適正な工場立地を推進します。また、高い
付加価値と用途多様化で地場産業を振興し、中小企業の経営基盤強化や技術革新、設備
近代化を融資制度で支援します。さらに、国や県と連携し、新たな企業誘致や既存企業の
規模拡大、関連企業の誘致を進め、雇用確保と移住促進を図ります。

●鉱業については、芦野石などの地場資源を活用し、高付加価値化や用途多様化を通じて産業
振興を目指します。適正な採掘と地域経済への貢献を両立させ、持続可能な発展を推進します。

■主要施策
①工場立地の推進
●地域経済の活性化や雇用創出を図るため、県関係機関との連携により自然環境の保全な
どに配慮した工場の適正立地を推進します。

②地場産業の振興
●地域ブランドや観光資源と連携することで活性化を図ります。

●芦野石や栃木県伝統工芸品「那須の篠工芸」などの地場産業の販路拡大を支援し、後継
者の確保・育成を図ります。

商鉱工業の振興３

■現状と課題
●本町の商業は、生活圏の広域化や大型店の出店により地元購買率が低く、近隣市町への
流出が続いています。公共交通の便があまり良くないため、高齢者や観光客のアクセスの
難しさや、小規模企業経営者の高齢化や後継者不足による店舗数の減少、飲食店の平日や
冬季の集客の不安定さが問題となっています。

●本町の工業は、精密機械や金属製品製造が中心で、「菱喰内工業団地」の整備により地域経済
や雇用を支えてきましたが、新たな工場誘致が停滞し、事業所数が減少しています。優遇制度
を活用した企業誘致と適正な工場立地を図ることが必要です。

●本町の鉱業は、芦野石などの安山岩採掘が特徴ですが、生産額と従事者数が減少傾向にあり
ます。安価な輸入石材の流入による採算性低下、高齢化や後継者不足が深刻で、産業の持続
可能性が課題です。
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③中小企業の支援
●中小企業の経営基盤強化や経営安定、技術改革、情報化等に対応する設備の近代化のため、
各種融資制度の活用による支援を行います。また、緊急の経済状況にあっては、低利融資に
関する施策を充実させるなど迅速で的確な対応に努めます。

●小規模事業者の自然災害等への事前の備え、事後のいち早い復旧を支援するため、事業
継続力強化支援事業を推進し、経営基盤強化と経営安定を図ります。

④商店街の振興
●地域の特性を生かしながら、商業者や商工会等との連携のもとに、にぎわいのある商店街の
形成・活性化を推進します。

●空き店舗バンクの運用を促進し、商工会や関係団体等と連携を図りながら空き店舗の
活用方策を講じます。また、空き店舗等リフォーム補助制度の活用を促します。

⑤地産地消と那須ブランドの推進
●旅館・ホテルをはじめ、小売店、飲食店、食品加工業者と連携し、地域で生産された食材の
利用拡大を図ることで地産地消を推進し、地場産品の地域ブランド価値を高めます。

●観光・農業・林業など産業の異なる分野との連携を促し、特産品の研究・開発や販路の拡大
などの商業活動を積極的に支援します。

●「那須ブランド」として認定された優れた地場産品について、経済団体等と連携し、情報発信
と販路拡大に努め、地域経済の活性化を図ります。

⑥創業支援や制度資金の利活用
●町内での創業支援や那須町中小企業振興資金融資制度の充実を図るとともに、国・県の融資
制度や信用保証制度の積極的な利活用を促進します。

⑦商工業団体の強化
●町商工会及び各種商工団体の緊密な連携により事業者への支援体制を整え、中小商工業者
の経営基盤を強化します。

⑧企業誘致と分散型社会への取組
●国、県と綿密な連携を取りながら、那須町事業用地等情報提供制度や民間ネットワーク等を
活用し、企業誘致に適した候補地リストを作成し、情報提供を行います。

●「企業誘致に係る優遇制度」の積極的なＰＲと活用を図るとともに、対象企業との情報交換等
により、フォローアップの実施などサポート体制の構築を図ります。

●東京一極集中型から分散型への移行促進のため、テレワークや二地域居住を促進すると
ともに、県及び都内金融機関との情報共有を図り、一般企業のほか、政府機関、大学等の誘致
についての研究を進めます。

■目指す方向性
●本町の商業は、地域特性を活かし、にぎわいのある商店街づくりを目指します。異業種間の
連携を強化するとともに、「那須ブランド」の地元産品やサービスを町内外に発信し、販路
拡大と地域経済の活性化を推進します。さらに、地産地消運動を進め、地域食材の利用を
拡大するとともに、移住や新規創業を促進し、人口減少や人手不足に対応するため、関係機関
と連携して出店や創業を支援します。

●自然環境の保全と産業間の調和に配慮し、適正な工場立地を推進します。また、高い
付加価値と用途多様化で地場産業を振興し、中小企業の経営基盤強化や技術革新、設備
近代化を融資制度で支援します。さらに、国や県と連携し、新たな企業誘致や既存企業の
規模拡大、関連企業の誘致を進め、雇用確保と移住促進を図ります。

●鉱業については、芦野石などの地場資源を活用し、高付加価値化や用途多様化を通じて産業
振興を目指します。適正な採掘と地域経済への貢献を両立させ、持続可能な発展を推進します。

■主要施策
①工場立地の推進
●地域経済の活性化や雇用創出を図るため、県関係機関との連携により自然環境の保全な
どに配慮した工場の適正立地を推進します。

②地場産業の振興
●地域ブランドや観光資源と連携することで活性化を図ります。

●芦野石や栃木県伝統工芸品「那須の篠工芸」などの地場産業の販路拡大を支援し、後継
者の確保・育成を図ります。

商鉱工業の振興３

■現状と課題
●本町の商業は、生活圏の広域化や大型店の出店により地元購買率が低く、近隣市町への
流出が続いています。公共交通の便があまり良くないため、高齢者や観光客のアクセスの
難しさや、小規模企業経営者の高齢化や後継者不足による店舗数の減少、飲食店の平日や
冬季の集客の不安定さが問題となっています。

●本町の工業は、精密機械や金属製品製造が中心で、「菱喰内工業団地」の整備により地域経済
や雇用を支えてきましたが、新たな工場誘致が停滞し、事業所数が減少しています。優遇制度
を活用した企業誘致と適正な工場立地を図ることが必要です。

●本町の鉱業は、芦野石などの安山岩採掘が特徴ですが、生産額と従事者数が減少傾向にあり
ます。安価な輸入石材の流入による採算性低下、高齢化や後継者不足が深刻で、産業の持続
可能性が課題です。
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■目指す方向性
●災害時に安全に避難して過ごすことができるよう、防災設備等の充実や情報伝達体制の
整備を図るとともに、住民等の防災意識の向上と防災・減災の知識習得を図り、地域一体
となった防災活動を推進します。

■主要施策
①防災対策の推進（公助）
●避難所の施設や設備の改修、整備を図り、避難に必要な資機材を確保するとともに、消防団
活動に必要な詰所や車両の更新、資機材等の購入を進めます。

●防災マップや町広報紙等により防災に必要な情報を周知するほか、町の防災訓練、避難所や
応急給水場所の広報活動訓練を通じて、地域の自立促進を図ります。

●避難行動要支援者の名簿や支援体制を整備し、要支援者の安全な避難を確保します。

●必要な情報を迅速かつ正確に提供するため、設備の整備や那須町安全安心メール等を活用
した防災情報手段の充実強化を図ります。

②住民等の防災意識と知識の向上（自助）
●防災訓練や防災講座等を通じて住民等の防災意識と防災・減災知識を高めるとともに、
学校教育活動を通じた防災教育の充実を図ります。

③地域防災力の強化（共助）
●消防団員の人員確保を図り、消防団施設や必要な資機材等を計画的に配備します。

●自主防災組織設立を促進し、地域の実情に即した地区防災計画の策定を支援します。

■主要施策
①犯罪抑制対策の充実
●犯罪予防運動や防犯に関する普及啓発活動を実施し、住民の防犯意識の向上や青少年の
非行防止活動等に努めます。

●防犯対策が事前に行えるよう、警察と連携し被害情報等を発信します。

●防犯灯や防犯カメラ等により防犯環境整備に努めます。

②交通安全教育・啓発活動の推進
●交通安全教育や啓発活動を実施し、交通ルール厳守と交通マナー向上を図ります。

●運転が不安な高齢者の自主的な運転免許証返納に対し、移動支援を実施します。

●登校時のこどもの安全を確保するため、危険箇所に交通指導員を配置し、交通安全の強化を
図ります。

③交通安全施設の整備
●交通事故防止のため、通学路や危険箇所にカーブミラー、道路標示などを設置します。

安全で安心して暮らせるまち基本目標４
防災・減災対策の推進１

■現状と課題
●全国各地で大規模災害が発生しており、いつ災害に見舞われるかわからない状況です。
災害に備え、住民の避難行動の支援策や避難所設置・運営の備え、迅速かつ正確な情報発信
手段の整備・強化などが重要な課題となっています。

●災害への備えとして住民の防災意識は高まりつつあります。防災力向上に向け、住民等の
防災意識のさらなる向上と防災・減災に関する知識習得が必要です。

●少子高齢化や地域コミュニティの低下が進む中、地域防災体制の維持に必要な消防団員の
確保や自主防災活動の組織化が課題となっています。

■目指す方向性
●防犯意識の向上と防犯対策が行えるよう、警察と連携し必要な情報発信を行います。

●交通安全におけるルール確認やマナー向上を図るため、交通安全教育や啓発活動を推進
します。

●通学路や危険箇所への交通安全施設等の整備に努めます。

交通安全・防犯対策の推進２

■現状と課題
●こどもや女性、高齢者を狙った安全・安心を脅かす犯罪が後を絶たない状況です。犯罪防止に
向け、家庭・地域・事業所・学校・警察・行政が連携し町全体での防犯意識の向上が必要です。

●高齢者関連の交通事故が増加傾向にあり、全国的には子供が巻き込まれる事故も発生し
ています。交通違反や交通マナーの欠如が事故の大きな要因となっています。

第３編 前期基本計画

・那須町地域防災計画

■関連する主な個別計画
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■目指す方向性
●災害時に安全に避難して過ごすことができるよう、防災設備等の充実や情報伝達体制の
整備を図るとともに、住民等の防災意識の向上と防災・減災の知識習得を図り、地域一体
となった防災活動を推進します。

■主要施策
①防災対策の推進（公助）
●避難所の施設や設備の改修、整備を図り、避難に必要な資機材を確保するとともに、消防団
活動に必要な詰所や車両の更新、資機材等の購入を進めます。

●防災マップや町広報紙等により防災に必要な情報を周知するほか、町の防災訓練、避難所や
応急給水場所の広報活動訓練を通じて、地域の自立促進を図ります。

●避難行動要支援者の名簿や支援体制を整備し、要支援者の安全な避難を確保します。

●必要な情報を迅速かつ正確に提供するため、設備の整備や那須町安全安心メール等を活用
した防災情報手段の充実強化を図ります。

②住民等の防災意識と知識の向上（自助）
●防災訓練や防災講座等を通じて住民等の防災意識と防災・減災知識を高めるとともに、
学校教育活動を通じた防災教育の充実を図ります。

③地域防災力の強化（共助）
●消防団員の人員確保を図り、消防団施設や必要な資機材等を計画的に配備します。

●自主防災組織設立を促進し、地域の実情に即した地区防災計画の策定を支援します。

■主要施策
①犯罪抑制対策の充実
●犯罪予防運動や防犯に関する普及啓発活動を実施し、住民の防犯意識の向上や青少年の
非行防止活動等に努めます。

●防犯対策が事前に行えるよう、警察と連携し被害情報等を発信します。

●防犯灯や防犯カメラ等により防犯環境整備に努めます。

②交通安全教育・啓発活動の推進
●交通安全教育や啓発活動を実施し、交通ルール厳守と交通マナー向上を図ります。

●運転が不安な高齢者の自主的な運転免許証返納に対し、移動支援を実施します。

●登校時のこどもの安全を確保するため、危険箇所に交通指導員を配置し、交通安全の強化を
図ります。

③交通安全施設の整備
●交通事故防止のため、通学路や危険箇所にカーブミラー、道路標示などを設置します。

安全で安心して暮らせるまち基本目標４
防災・減災対策の推進１

■現状と課題
●全国各地で大規模災害が発生しており、いつ災害に見舞われるかわからない状況です。
災害に備え、住民の避難行動の支援策や避難所設置・運営の備え、迅速かつ正確な情報発信
手段の整備・強化などが重要な課題となっています。

●災害への備えとして住民の防災意識は高まりつつあります。防災力向上に向け、住民等の
防災意識のさらなる向上と防災・減災に関する知識習得が必要です。

●少子高齢化や地域コミュニティの低下が進む中、地域防災体制の維持に必要な消防団員の
確保や自主防災活動の組織化が課題となっています。

■目指す方向性
●防犯意識の向上と防犯対策が行えるよう、警察と連携し必要な情報発信を行います。

●交通安全におけるルール確認やマナー向上を図るため、交通安全教育や啓発活動を推進
します。

●通学路や危険箇所への交通安全施設等の整備に努めます。

交通安全・防犯対策の推進２

■現状と課題
●こどもや女性、高齢者を狙った安全・安心を脅かす犯罪が後を絶たない状況です。犯罪防止に
向け、家庭・地域・事業所・学校・警察・行政が連携し町全体での防犯意識の向上が必要です。

●高齢者関連の交通事故が増加傾向にあり、全国的には子供が巻き込まれる事故も発生し
ています。交通違反や交通マナーの欠如が事故の大きな要因となっています。

第３編 前期基本計画

・那須町地域防災計画

■関連する主な個別計画
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■目指す方向性
●町民が安全・安心な消費生活を営めるよう、相談窓口設置や相談体制の充実強化を図ると
ともに、的確な情報提供と意識啓発を推進します。

●消費者基本法に基づく消費者の「安全を求める権利」「知らされる権利」「選択する権利」
「意見が反映される権利」「教育を受ける権利」を尊重し、消費者が自立して行動できる社会の
実現を目指します。

●複雑化する相談内容に対応するため、消費生活センターの機能充実を図るとともに、特殊
詐欺対策電話機購入補助制度の周知に努めます。

■主要施策
①啓発事業・情報提供の充実
●消費者トラブル未然防止のための啓発活動や情報提供を行います。

●消費者が自ら知識を身につけ、情報を収集して主体的・合理的な消費行動がとれる「自立した
消費者」の育成を図ります。

●子ども、高齢者、若者、事業者など多様な立場の実態把握に努めます。

●関係機関・団体や見守りネットワークとの連携を図ります。

②相談・苦情処理体制の充実
●消費者を保護するため国民生活センターや県消費生活センターとの連携や、専門知識を
有する相談員の育成、弁護士などの専門家との連携体制の構築、電話や窓口以外の新たな
手段での相談受付など町消費生活センターの処理体制の強化を図ります。

③消費者団体の育成・活動支援
●消費者の自主的な活動を促進するため、消費生活に関する研修会・講習会等への積極的な
参加を促し、消費生活リーダーの育成・活動支援を推進します。

消費者行政の推進３

■現状と課題
●消費者を取り巻く環境は、サービスの多様化やオンライン化の進展により大きく変化して
います。契約に関する事案や悪質商法などの苦情・相談が増加し、消費者トラブルが複雑化・
巧妙化しています。

●SNS上の広告やダイレクトメールをきっかけとした定期購入や副業トラブル、電子決済サービス
に関わる詐欺的手口による被害など、年代を問わず相談が寄せられています。また、高齢者を
狙った電話勧誘や点検商法の相談も増えています。

●デジタル時代に対応した消費者教育の推進や、高齢者や弱者を守る見守りネットワークの
強化が必要です。

■目指す方向性
●子どもたちが「生きる力」を育めるよう、「知」「徳」「体」「コミュニケーション」のバランスを
大切にした教育に取り組みます。学校生活のあらゆる場面で「子ども主体の学校づくり」を
徹底し、全ての子どもにとって「行きたくなる学校」「居心地の良い学校」「子どもの居場所
づくり」を目指します。

●「個別最適な学び」と「協働的な学び」を両輪とした「学びの構造転換」を推進し、子どもが
自ら問いを立て探究する力を育みます。学校に来られない子どもには、オンライン学習支援
など「学びの多様化」を推進することで学習権を保障します。

●全ての子どもが笑顔で過ごせるよう、「安全・安心な学校づくり」に取り組みつつ、教員の業務
負担軽減のため、学校と地域、関係機関との連携を強化し、教職員のウェルビーイング※を
かなえる持続可能で質の高い教育体制を構築します。

●学校は「地域の学びとつながりの拠点」と捉え、地域の教育資源や多様な人材と連携しなが
ら、豊かな教育活動を展開します。子どもたちが安心して学び、地域とつながりながら育って
いく未来を目指します。

※ウェルビーイングとは…身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、
生きがいや人生の意義など将来にわたる持続的な幸福を含む概念。

教育・文化・スポーツの充実したまち基本目標５
学校教育環境の充実１

■現状と課題
●従来の画一的な教育に加え、子どもたち一人一人の個性や能力に応じた多様な学びのニーズ
が高まっています。不登校や様々な理由で学校に来ることが難しい子どもたちに対して、
オンライン学習や学校外の居場所を含めた、質の高い学習機会と心の居場所を保障することが
急務です。

●子どもたちの教育環境については、ICT教育の推進、図書室の充実、自校給食の維持等充実
を図ってきましたが、校舎等老朽化した施設の改修や更新については、今後、計画的に進めて
いく必要があります。

●社会生活の多様化や家庭環境の変化に伴い、子どもたちが抱える課題は複雑化・多様化して
います。教員一人あたりの業務負担も増大し、長時間勤務が解消されていないことから、業務
の精選、外部化、デジタル化等による「学校における働き方改革」を強力に進める必要があり
ます。

●教職員が心身ともに健康で、やりがいをもって働き続けられる環境、即ち「教師のウェル
ビーイング」の実現が不可欠です。教職員が専門性を発揮し、子どもと向き合う時間を確保
するため、組織的な協働体制の構築と、安心して働ける職場環境の整備が求められています。

第３編 前期基本計画
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■目指す方向性
●町民が安全・安心な消費生活を営めるよう、相談窓口設置や相談体制の充実強化を図ると
ともに、的確な情報提供と意識啓発を推進します。

●消費者基本法に基づく消費者の「安全を求める権利」「知らされる権利」「選択する権利」
「意見が反映される権利」「教育を受ける権利」を尊重し、消費者が自立して行動できる社会の
実現を目指します。

●複雑化する相談内容に対応するため、消費生活センターの機能充実を図るとともに、特殊
詐欺対策電話機購入補助制度の周知に努めます。

■主要施策
①啓発事業・情報提供の充実
●消費者トラブル未然防止のための啓発活動や情報提供を行います。

●消費者が自ら知識を身につけ、情報を収集して主体的・合理的な消費行動がとれる「自立した
消費者」の育成を図ります。

●子ども、高齢者、若者、事業者など多様な立場の実態把握に努めます。

●関係機関・団体や見守りネットワークとの連携を図ります。

②相談・苦情処理体制の充実
●消費者を保護するため国民生活センターや県消費生活センターとの連携や、専門知識を
有する相談員の育成、弁護士などの専門家との連携体制の構築、電話や窓口以外の新たな
手段での相談受付など町消費生活センターの処理体制の強化を図ります。

③消費者団体の育成・活動支援
●消費者の自主的な活動を促進するため、消費生活に関する研修会・講習会等への積極的な
参加を促し、消費生活リーダーの育成・活動支援を推進します。

消費者行政の推進３

■現状と課題
●消費者を取り巻く環境は、サービスの多様化やオンライン化の進展により大きく変化して
います。契約に関する事案や悪質商法などの苦情・相談が増加し、消費者トラブルが複雑化・
巧妙化しています。

●SNS上の広告やダイレクトメールをきっかけとした定期購入や副業トラブル、電子決済サービス
に関わる詐欺的手口による被害など、年代を問わず相談が寄せられています。また、高齢者を
狙った電話勧誘や点検商法の相談も増えています。

●デジタル時代に対応した消費者教育の推進や、高齢者や弱者を守る見守りネットワークの
強化が必要です。

■目指す方向性
●子どもたちが「生きる力」を育めるよう、「知」「徳」「体」「コミュニケーション」のバランスを
大切にした教育に取り組みます。学校生活のあらゆる場面で「子ども主体の学校づくり」を
徹底し、全ての子どもにとって「行きたくなる学校」「居心地の良い学校」「子どもの居場所
づくり」を目指します。

●「個別最適な学び」と「協働的な学び」を両輪とした「学びの構造転換」を推進し、子どもが
自ら問いを立て探究する力を育みます。学校に来られない子どもには、オンライン学習支援
など「学びの多様化」を推進することで学習権を保障します。

●全ての子どもが笑顔で過ごせるよう、「安全・安心な学校づくり」に取り組みつつ、教員の業務
負担軽減のため、学校と地域、関係機関との連携を強化し、教職員のウェルビーイング※を
かなえる持続可能で質の高い教育体制を構築します。

●学校は「地域の学びとつながりの拠点」と捉え、地域の教育資源や多様な人材と連携しなが
ら、豊かな教育活動を展開します。子どもたちが安心して学び、地域とつながりながら育って
いく未来を目指します。

※ウェルビーイングとは…身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、
生きがいや人生の意義など将来にわたる持続的な幸福を含む概念。

教育・文化・スポーツの充実したまち基本目標５
学校教育環境の充実１

■現状と課題
●従来の画一的な教育に加え、子どもたち一人一人の個性や能力に応じた多様な学びのニーズ
が高まっています。不登校や様々な理由で学校に来ることが難しい子どもたちに対して、
オンライン学習や学校外の居場所を含めた、質の高い学習機会と心の居場所を保障することが
急務です。

●子どもたちの教育環境については、ICT教育の推進、図書室の充実、自校給食の維持等充実
を図ってきましたが、校舎等老朽化した施設の改修や更新については、今後、計画的に進めて
いく必要があります。

●社会生活の多様化や家庭環境の変化に伴い、子どもたちが抱える課題は複雑化・多様化して
います。教員一人あたりの業務負担も増大し、長時間勤務が解消されていないことから、業務
の精選、外部化、デジタル化等による「学校における働き方改革」を強力に進める必要があり
ます。

●教職員が心身ともに健康で、やりがいをもって働き続けられる環境、即ち「教師のウェル
ビーイング」の実現が不可欠です。教職員が専門性を発揮し、子どもと向き合う時間を確保
するため、組織的な協働体制の構築と、安心して働ける職場環境の整備が求められています。

第３編 前期基本計画
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■主要施策
①確かな学力と豊かな心を育む教育の推進
●多様な学びに対応できるオンライン学習等の体制を強化します。

●ICTを活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実を図ります。

●思いやりや社会性を育む道徳・キャリア教育を推進します。

●教職員の指導力の向上を図り、主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を図り
ます。

②安全・安心な教育環境の整備
●防災・防犯体制の強化と老朽化した学校施設の計画的な改修等を進めます。

●特別支援教育の充実と快適な学習空間の提供に努めます。

●教育環境（空調、照明、ICT）の改善と整備を促進します。

③地域と連携した学校づくり
●学校と地域が協働する「学びとつながりの拠点」づくりを進めます。

●地域人材の活用と地域学校協働活動を推進します。

●地域行事や体験活動を通じた郷土愛の醸成を図ります。

④教育を支える人的体制の充実
●教職員の働き方改革を推進することで、子どもと向き合う時間を確保し、学校が本来の教育
活動に専念できる環境を整えます。

●学習支援員・特別支援教育支援員・スクールカウンセラー等の専門人材を計画的に配置し、
児童生徒の多様なニーズに応じた支援体制を構築します。

●外部講師や地域指導者の参画を促進し、教職員の負担軽減と教育内容の高度化を図ります。

⑤持続可能な学校運営と教育のデジタル化の推進
●教育データの活用を推進し、児童生徒一人一人に応じた指導や学習支援を高度化します。

●学校・家庭・地域を結ぶ情報システムの構築を推進し、迅速で効率的な情報提供に努めます。

●環境に配慮した学校運営（省エネ設備導入、資源活用の最適化）を進め、持続可能な教育環境
を整備します。

■主要施策
①文化芸術の促進
●次世代の芸術家育成や町民の豊かな心の醸成のため、子どもを対象にした優れた文化芸術を
鑑賞する機会の充実に努めます。

●文化協会をはじめ、各種団体・サークル活動の育成に努めるとともに、町民の自主的文化活動
や住民参加型事業の取組を促進します。

②文化施設の充実と活用
●文化センターを町の文化振興の拠点として、施設の維持管理に努めます。

●那須歴史探訪館を町の歴史の情報発信拠点として、施設の維持管理に努めます。

③文化財の保存と活用
●史料の調査、収集、研究を行い、情報発信に努めるとともに、歴史的価値のある公文書等を
後世に引き継ぐため、適切な保管に努めます。

●埋蔵文化財包蔵地の分布図を整備・活用し、適切な保存に努めます。

■目指す方向性
●文化施設の活用を促進し、町民の自主的な文化芸術活動や次世代の芸術家の育成を図り、
町の文化芸術の発展を目指します。

●本町の貴重な財産である文化財を適切に保存し、次世代に継承するとともに公開、活用に
努めます。

●先人たちから受け継がれ地域の人々により継承されている伝統文化の保存・伝承に努める
とともに、公開、活用して次世代の継承者育成に努めます。

地域文化活動の推進２

■現状と課題
●那須町文化センターや那須歴史探訪館は、本町の文化の拠点としてサークル活動や展示が
行われています。町民が身近な文化施設で気軽に文化芸術に触れる機会を提供し、暮らしに
豊かさをもたらすことが求められています。

●文化財の収集・保管を実施してきました。今後も、適切な保存を行うことはもとより、文化財を
活用した取組を強化していく必要があります。

●伝統芸能分野は、おのおのの伝統芸能保存会を中心に活動を行っています。高齢化や会員の
減少、後継者不足などの問題を抱えており、次世代への継承者を育成していく必要があります。

・那須町教育大綱
・那須町教育振興基本計画（総合教育ビジョン）

■関連する主な個別計画
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■主要施策
①確かな学力と豊かな心を育む教育の推進
●多様な学びに対応できるオンライン学習等の体制を強化します。

●ICTを活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実を図ります。

●思いやりや社会性を育む道徳・キャリア教育を推進します。

●教職員の指導力の向上を図り、主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を図り
ます。

②安全・安心な教育環境の整備
●防災・防犯体制の強化と老朽化した学校施設の計画的な改修等を進めます。

●特別支援教育の充実と快適な学習空間の提供に努めます。

●教育環境（空調、照明、ICT）の改善と整備を促進します。

③地域と連携した学校づくり
●学校と地域が協働する「学びとつながりの拠点」づくりを進めます。

●地域人材の活用と地域学校協働活動を推進します。

●地域行事や体験活動を通じた郷土愛の醸成を図ります。

④教育を支える人的体制の充実
●教職員の働き方改革を推進することで、子どもと向き合う時間を確保し、学校が本来の教育
活動に専念できる環境を整えます。

●学習支援員・特別支援教育支援員・スクールカウンセラー等の専門人材を計画的に配置し、
児童生徒の多様なニーズに応じた支援体制を構築します。

●外部講師や地域指導者の参画を促進し、教職員の負担軽減と教育内容の高度化を図ります。

⑤持続可能な学校運営と教育のデジタル化の推進
●教育データの活用を推進し、児童生徒一人一人に応じた指導や学習支援を高度化します。

●学校・家庭・地域を結ぶ情報システムの構築を推進し、迅速で効率的な情報提供に努めます。

●環境に配慮した学校運営（省エネ設備導入、資源活用の最適化）を進め、持続可能な教育環境
を整備します。

■主要施策
①文化芸術の促進
●次世代の芸術家育成や町民の豊かな心の醸成のため、子どもを対象にした優れた文化芸術を
鑑賞する機会の充実に努めます。

●文化協会をはじめ、各種団体・サークル活動の育成に努めるとともに、町民の自主的文化活動
や住民参加型事業の取組を促進します。

②文化施設の充実と活用
●文化センターを町の文化振興の拠点として、施設の維持管理に努めます。

●那須歴史探訪館を町の歴史の情報発信拠点として、施設の維持管理に努めます。

③文化財の保存と活用
●史料の調査、収集、研究を行い、情報発信に努めるとともに、歴史的価値のある公文書等を
後世に引き継ぐため、適切な保管に努めます。

●埋蔵文化財包蔵地の分布図を整備・活用し、適切な保存に努めます。

■目指す方向性
●文化施設の活用を促進し、町民の自主的な文化芸術活動や次世代の芸術家の育成を図り、
町の文化芸術の発展を目指します。

●本町の貴重な財産である文化財を適切に保存し、次世代に継承するとともに公開、活用に
努めます。

●先人たちから受け継がれ地域の人々により継承されている伝統文化の保存・伝承に努める
とともに、公開、活用して次世代の継承者育成に努めます。

地域文化活動の推進２

■現状と課題
●那須町文化センターや那須歴史探訪館は、本町の文化の拠点としてサークル活動や展示が
行われています。町民が身近な文化施設で気軽に文化芸術に触れる機会を提供し、暮らしに
豊かさをもたらすことが求められています。

●文化財の収集・保管を実施してきました。今後も、適切な保存を行うことはもとより、文化財を
活用した取組を強化していく必要があります。

●伝統芸能分野は、おのおのの伝統芸能保存会を中心に活動を行っています。高齢化や会員の
減少、後継者不足などの問題を抱えており、次世代への継承者を育成していく必要があります。

・那須町教育大綱
・那須町教育振興基本計画（総合教育ビジョン）

■関連する主な個別計画
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■主要施策
①スポーツ・レクリエーション活動の推進
●中学校の部活動の地域展開を推進するため、総合型地域スポーツクラブを支援し、町全体で
スポーツ・レクリエーション活動を推進します。

●町スポーツ協会や各種スポーツクラブ、自治公民館等が実施するスポーツ・レクリエーション
活動を支援します。

●町民のスポーツ意欲と健康増進を図り、スポーツを通じた人づくり・まちづくりを推進します。

●自然を活かしたスポーツツーリズムを推進します。

●スポーツを通じて協調性や創造性を養い、社会のルールや思いやりの心を学ぶスポーツ
少年団等の地域スポーツクラブの育成と充実を図ります。

②スポーツ関係団体の組織強化
●那須町スポーツ協会のさらなる組織強化と競技団体の組織強化に努めます。

③生涯スポーツの指導体制の充実
●スポーツ推進委員等の指導員の育成確保、中学校の部活動地域展開のため、有資格指導者の
育成に取り組みます。

④伝統文化の保存・伝承
●高齢化や会員の減少、後継者不足などの問題を抱えている伝統芸能を後世に引き継ぐため、
伝統芸能保存会等への支援を継続します。

■目指す方向性
●生涯スポーツの推進を図り、子どもから大人までスポーツ・レクリエーション活動の充実を
通じて、スポーツに親しむ環境づくりを推進します。

●スポーツを支えるスポーツ協会の活性化と各種スポーツ団体の育成を図ります。

●スポーツイベントの開催やスポーツ合宿の誘致等を通じて、スポーツと観光を結びつけた
スポーツツーリズムを推進し、交流人口の拡大と地域経済の発展を目指します。

生涯スポーツの推進３

■現状と課題
●町民一人１スポーツをスローガンに掲げ、「生涯スポーツの推進」、「スポーツ環境の整備」、
「スポーツを支える団体・組織の活性化」を推進してきましたが、スポーツ施設の老朽化の
ほか、スポーツ人口の減少とスポーツ協会の会員数が減少しています。

●いつでも、どこでも、気軽にスポーツを楽しめる環境の整備や、老朽化したスポーツ施設の
整備・改修が必要です。

●児童生徒の減少などにより、学校での部活動展開が難しくなっています。中学校部活動の
地域展開に合わせ、指導者の確保や地域の受け皿が必要となっています。

・那須町教育大綱
・那須町教育振興基本計画
・那須町生涯学習推進計画

■関連する主な個別計画
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■主要施策
①スポーツ・レクリエーション活動の推進
●中学校の部活動の地域展開を推進するため、総合型地域スポーツクラブを支援し、町全体で
スポーツ・レクリエーション活動を推進します。

●町スポーツ協会や各種スポーツクラブ、自治公民館等が実施するスポーツ・レクリエーション
活動を支援します。

●町民のスポーツ意欲と健康増進を図り、スポーツを通じた人づくり・まちづくりを推進します。

●自然を活かしたスポーツツーリズムを推進します。

●スポーツを通じて協調性や創造性を養い、社会のルールや思いやりの心を学ぶスポーツ
少年団等の地域スポーツクラブの育成と充実を図ります。

②スポーツ関係団体の組織強化
●那須町スポーツ協会のさらなる組織強化と競技団体の組織強化に努めます。

③生涯スポーツの指導体制の充実
●スポーツ推進委員等の指導員の育成確保、中学校の部活動地域展開のため、有資格指導者の
育成に取り組みます。

④伝統文化の保存・伝承
●高齢化や会員の減少、後継者不足などの問題を抱えている伝統芸能を後世に引き継ぐため、
伝統芸能保存会等への支援を継続します。

■目指す方向性
●生涯スポーツの推進を図り、子どもから大人までスポーツ・レクリエーション活動の充実を
通じて、スポーツに親しむ環境づくりを推進します。

●スポーツを支えるスポーツ協会の活性化と各種スポーツ団体の育成を図ります。

●スポーツイベントの開催やスポーツ合宿の誘致等を通じて、スポーツと観光を結びつけた
スポーツツーリズムを推進し、交流人口の拡大と地域経済の発展を目指します。

生涯スポーツの推進３

■現状と課題
●町民一人１スポーツをスローガンに掲げ、「生涯スポーツの推進」、「スポーツ環境の整備」、
「スポーツを支える団体・組織の活性化」を推進してきましたが、スポーツ施設の老朽化の
ほか、スポーツ人口の減少とスポーツ協会の会員数が減少しています。

●いつでも、どこでも、気軽にスポーツを楽しめる環境の整備や、老朽化したスポーツ施設の
整備・改修が必要です。

●児童生徒の減少などにより、学校での部活動展開が難しくなっています。中学校部活動の
地域展開に合わせ、指導者の確保や地域の受け皿が必要となっています。

・那須町教育大綱
・那須町教育振興基本計画
・那須町生涯学習推進計画

■関連する主な個別計画
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■主要施策
①生涯学習推進体制の充実
●生涯学習推進体制の充実を図り、町民のニーズに対応する施策を総合的・効果的に推進
します。

●町民が学習したことを地域社会で生かせる生涯学習ボランティアの育成や地域における
指導者の確保に努めます。

②学習機会の充実と情報の提供
●少子高齢化・情報化・国際化・環境・福祉・人権など多岐にわたる学習講座等の開催を推進
します。

●町広報紙等により積極的な情報発信に努め、町民の生涯学習への理解と関心を深めると
ともに、活躍の場を提供します。

③学校教育との連携
●学校・家庭・地域の連携を深め、「地域とともにある学校づくり」に努め、生涯学習・文化振興・
スポーツ振興を図ります。

④スポーツ施設の整備
●気軽にスポーツ活動ができるよう、各種スポーツ施設の適切な維持管理に努めます。

●町民に親しまれ、町外からも人々が集うスポーツ施設の整備を目指します。

●老朽化したスポーツ施設の大規模改修を含め適正な整備改修に努めます。

⑤学校体育施設の開放
●学校体育施設の開放を行い、日常生活における身近なスポーツ活動の普及促進を図ります。

●閉校となった町立小中学校の体育施設を町民向けにスポーツ・レクリエーション、社会教育
活動の場として積極的に開放します。

■目指す方向性
●町民の多様な学習ニーズに応え、「生涯学習のまちづくり」を実現するため、学習活動の支援
や指導者の育成に努め、情報提供・相談体制の整備・充実を図ります。

●生涯学習関連施設については、学習成果を発揮する機会の提供や学習活動の拠点となる
よう、資料・情報の充実や利用促進に努めます。

●家庭教育の充実や、結婚活動に対する取組を支援します。

●家庭、学校、職場、地域が一体となって青少年の健全育成を推進するとともに、青少年の
リーダーを育成し、将来の町の担い手となる指導者を養成します。

人づくりの推進４

■現状と課題
●本町の生涯学習は、町民の「生きがい」や「豊かな人生」を支えるため、誰でも参加できる学習
活動を推進し、学んだ成果を地域社会に還元することを目指しています。

●未婚率の上昇や晩婚化の傾向が顕著となり、次代のまちづくりや地場産業の後継者確保に
影響を与えています。

●青少年の健全育成には、家庭・学校・職場・地域の協力が不可欠です。

・那須町教育大綱
・那須町教育振興基本計画
・那須町生涯学習推進計画

■関連する主な個別計画
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■主要施策
①生涯学習推進体制の充実
●生涯学習推進体制の充実を図り、町民のニーズに対応する施策を総合的・効果的に推進
します。

●町民が学習したことを地域社会で生かせる生涯学習ボランティアの育成や地域における
指導者の確保に努めます。

②学習機会の充実と情報の提供
●少子高齢化・情報化・国際化・環境・福祉・人権など多岐にわたる学習講座等の開催を推進
します。

●町広報紙等により積極的な情報発信に努め、町民の生涯学習への理解と関心を深めると
ともに、活躍の場を提供します。

③学校教育との連携
●学校・家庭・地域の連携を深め、「地域とともにある学校づくり」に努め、生涯学習・文化振興・
スポーツ振興を図ります。

④スポーツ施設の整備
●気軽にスポーツ活動ができるよう、各種スポーツ施設の適切な維持管理に努めます。

●町民に親しまれ、町外からも人々が集うスポーツ施設の整備を目指します。

●老朽化したスポーツ施設の大規模改修を含め適正な整備改修に努めます。

⑤学校体育施設の開放
●学校体育施設の開放を行い、日常生活における身近なスポーツ活動の普及促進を図ります。

●閉校となった町立小中学校の体育施設を町民向けにスポーツ・レクリエーション、社会教育
活動の場として積極的に開放します。

■目指す方向性
●町民の多様な学習ニーズに応え、「生涯学習のまちづくり」を実現するため、学習活動の支援
や指導者の育成に努め、情報提供・相談体制の整備・充実を図ります。

●生涯学習関連施設については、学習成果を発揮する機会の提供や学習活動の拠点となる
よう、資料・情報の充実や利用促進に努めます。

●家庭教育の充実や、結婚活動に対する取組を支援します。

●家庭、学校、職場、地域が一体となって青少年の健全育成を推進するとともに、青少年の
リーダーを育成し、将来の町の担い手となる指導者を養成します。

人づくりの推進４

■現状と課題
●本町の生涯学習は、町民の「生きがい」や「豊かな人生」を支えるため、誰でも参加できる学習
活動を推進し、学んだ成果を地域社会に還元することを目指しています。

●未婚率の上昇や晩婚化の傾向が顕著となり、次代のまちづくりや地場産業の後継者確保に
影響を与えています。

●青少年の健全育成には、家庭・学校・職場・地域の協力が不可欠です。

・那須町教育大綱
・那須町教育振興基本計画
・那須町生涯学習推進計画

■関連する主な個別計画
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④生涯学習関連施設の充実

      公民館の充実
●町民ニーズを基本にした学級・教室を開催します。

●地域に根ざした学習活動の充実を図ります。

●学校との連携を図った事業や子どもを対象とした講座や教室の充実に努めます。

      図書館の充実
●情報提供と視聴覚ソフトの充実を図り、利用者へのサービス向上に努めます。

●図書の団体一括貸出し事業を充実し、学校図書館との連携を図ります。

●赤ちゃんタイムや飲食タイムを周知し、サービス向上に努めます。

●子どもの読書環境の整備に努め、子どもの読書活動を推進します。

⑤家庭教育への支援
●家庭、学校、地域社会が一体となり、心豊かな思いやりのある子どもの育成を目指し、親学習
プログラムの提供を図ります。

⑥結婚活動への支援
●出会いの場づくりやライフプランに関するセミナーなど、多面的な支援を展開していきます。

●結婚サポーターとの連携を密にし、結婚への支援を充実させます。

●とちぎ結婚支援センターへの会員登録を支援します。

⑦青少年健全育成の推進
●心豊かでたくましい青少年を育むために、家庭、学校、職場、地域社会及び関係団体・行政が
協働で青少年育成事業を実施します。

●子どもたちの教育や健全な育成並びに地域住民のコミュニケーションの向上を図るため、
「家庭の日」の普及啓発に努め、明るい家庭づくりを推進します。

●県や警察署、青少年育成指導員、地区推進員と緊密な連携を図り、青少年の非行防止に努め
ます。

⑧指導者・団体の育成
●青少年リーダー・青少年指導者を育成するため、各種講座・研修会を開催するとともに、
青少年の指導者育成事業への参加を促進します。

●子ども会育成会の活動を支援し、単位子ども会の統合による地域活動の輪を広げ、子ども
たちの社会性を培うとともに、明るくたくましい子どもの育成を図ります。

・那須町教育大綱
・那須町教育振興基本計画
・那須町生涯学習推進計画

■関連する主な個別計画

ア

■目指す方向性
●地域コミュニティと行政の協働を強化するとともに、自治会等の各組織の役割や体制を
見直し、地域コミュニティ組織の運営の効率化や負担軽減を図ります。

●地域活動を積極的に支援し、自主的なコミュニティ活動や地域づくり委員会の発展を推進
します。自治会活動でのDX推進や情報発信、地域のコミュニティ関連施設の整備や「小さな
拠点」の形成を進め、住み続けられる環境を整えます。

●男女共同参画社会の実現に向けて、男女が互いに支え合い、性別に関わらず個性と能力を
最大限に発揮できる環境づくりを積極的に推進します。

●本町に住む全ての人が安心して暮らせる環境を整備し、言語や文化の違いを尊重し合い
ながらともに支え合う地域社会を目指します。

協働と行財政改革をすすめるまち基本目標６
協働のまちづくりの推進１

■現状と課題
●人口減少や少子高齢化、核家族化、地域交流の希薄化などの様々な要因により、持続可能な
地域コミュニティの形成が難しくなる中、自治会や公民館活動への協力や役員のなり手が
不足し、活動団体の休止・解散や活動希望団体の減少が進んでいます。

●行政と住民の情報共有、パートナーシップの構築やNPO・ボランティア団体との協働を
強化し、地域リーダーの育成を進める必要があります。

●男女共同参画社会の発展に向け、働く女性のための環境整備や家庭生活と福祉の向上、
子育て中の女性が社会参加できるような社会環境の整備が求められています。

●広報紙やホームページで情報発信を行うとともに、まちづくり懇談会での町民の意見をまち
づくりに反映していますが、懇談会への参加者数が減少しています。住民ニーズに対応した、
新たな手法を検討し、効果的な情報発信を行うことが必要です。

●本町は観光地として多くの外国人観光客が訪れるほか、在住外国人の数は増加傾向に
あります。多様な文化背景を持つ外国人が地域住民と共に安心して暮らせる環境づくりが
求められています。

第３編 前期基本計画

■主要施策
①地域づくり活動の推進
●住民と行政のパートナーシップを重視し、協働によるまちづくりを推進するとともに、地域
づくり委員会等が各地域において活発な活動を展開することにより、互いに助け合う地域
づくりを推進し、個性と魅力あふれる協働の地域づくり・まちづくりの支援に努めます。
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④生涯学習関連施設の充実

      公民館の充実
●町民ニーズを基本にした学級・教室を開催します。

●地域に根ざした学習活動の充実を図ります。

●学校との連携を図った事業や子どもを対象とした講座や教室の充実に努めます。

      図書館の充実
●情報提供と視聴覚ソフトの充実を図り、利用者へのサービス向上に努めます。

●図書の団体一括貸出し事業を充実し、学校図書館との連携を図ります。

●赤ちゃんタイムや飲食タイムを周知し、サービス向上に努めます。

●子どもの読書環境の整備に努め、子どもの読書活動を推進します。

⑤家庭教育への支援
●家庭、学校、地域社会が一体となり、心豊かな思いやりのある子どもの育成を目指し、親学習
プログラムの提供を図ります。

⑥結婚活動への支援
●出会いの場づくりやライフプランに関するセミナーなど、多面的な支援を展開していきます。

●結婚サポーターとの連携を密にし、結婚への支援を充実させます。

●とちぎ結婚支援センターへの会員登録を支援します。

⑦青少年健全育成の推進
●心豊かでたくましい青少年を育むために、家庭、学校、職場、地域社会及び関係団体・行政が
協働で青少年育成事業を実施します。

●子どもたちの教育や健全な育成並びに地域住民のコミュニケーションの向上を図るため、
「家庭の日」の普及啓発に努め、明るい家庭づくりを推進します。

●県や警察署、青少年育成指導員、地区推進員と緊密な連携を図り、青少年の非行防止に努め
ます。

⑧指導者・団体の育成
●青少年リーダー・青少年指導者を育成するため、各種講座・研修会を開催するとともに、
青少年の指導者育成事業への参加を促進します。

●子ども会育成会の活動を支援し、単位子ども会の統合による地域活動の輪を広げ、子ども
たちの社会性を培うとともに、明るくたくましい子どもの育成を図ります。

・那須町教育大綱
・那須町教育振興基本計画
・那須町生涯学習推進計画

■関連する主な個別計画

ア

■目指す方向性
●地域コミュニティと行政の協働を強化するとともに、自治会等の各組織の役割や体制を
見直し、地域コミュニティ組織の運営の効率化や負担軽減を図ります。

●地域活動を積極的に支援し、自主的なコミュニティ活動や地域づくり委員会の発展を推進
します。自治会活動でのDX推進や情報発信、地域のコミュニティ関連施設の整備や「小さな
拠点」の形成を進め、住み続けられる環境を整えます。

●男女共同参画社会の実現に向けて、男女が互いに支え合い、性別に関わらず個性と能力を
最大限に発揮できる環境づくりを積極的に推進します。

●本町に住む全ての人が安心して暮らせる環境を整備し、言語や文化の違いを尊重し合い
ながらともに支え合う地域社会を目指します。

協働と行財政改革をすすめるまち基本目標６
協働のまちづくりの推進１

■現状と課題
●人口減少や少子高齢化、核家族化、地域交流の希薄化などの様々な要因により、持続可能な
地域コミュニティの形成が難しくなる中、自治会や公民館活動への協力や役員のなり手が
不足し、活動団体の休止・解散や活動希望団体の減少が進んでいます。

●行政と住民の情報共有、パートナーシップの構築やNPO・ボランティア団体との協働を
強化し、地域リーダーの育成を進める必要があります。

●男女共同参画社会の発展に向け、働く女性のための環境整備や家庭生活と福祉の向上、
子育て中の女性が社会参加できるような社会環境の整備が求められています。

●広報紙やホームページで情報発信を行うとともに、まちづくり懇談会での町民の意見をまち
づくりに反映していますが、懇談会への参加者数が減少しています。住民ニーズに対応した、
新たな手法を検討し、効果的な情報発信を行うことが必要です。

●本町は観光地として多くの外国人観光客が訪れるほか、在住外国人の数は増加傾向に
あります。多様な文化背景を持つ外国人が地域住民と共に安心して暮らせる環境づくりが
求められています。

第３編 前期基本計画

■主要施策
①地域づくり活動の推進
●住民と行政のパートナーシップを重視し、協働によるまちづくりを推進するとともに、地域
づくり委員会等が各地域において活発な活動を展開することにより、互いに助け合う地域
づくりを推進し、個性と魅力あふれる協働の地域づくり・まちづくりの支援に努めます。
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・那須町生涯学習推進計画
・那須町特定事業主行動計画
・那須町男女共同参画計画

■関連する主な個別計画

●関係機関と連携し、協働によるまちづくりを推進します。

●自治会やNPO、那須高校との地域連携事業を通じて、地域活動の新たな担い手確保に
努めます。

②コミュニティ活動の促進
●自治会活動に対する柔軟な支援を行い、活発な地域活動により自治会組織の活性化を図り
ます。

●公民館活動、社会福祉活動、青少年の健全育成に関する活動を支援し、活力ある地域づくりを
推進します。

●生涯学習講座や福祉活動を通じて地域リーダーを養成します。

③コミュニティ関連施設の整備
●活動の拠点施設である自治公民館等の整備充実を図ります。

④地域コミュニティの拡大
●地域住民の交流機会を充実し、活発なコミュニケーションづくりによる相互理解と協力関係
の構築に努めます。

●自治会における自治会DX（電子回覧板・LINE公式アカウント活用）により、役員の負担軽減
を図ります。

●災害時における共助に関する意識の醸成を図ります。

⑤「小さな拠点※」の形成
●中山間地域等において、「小さな拠点」の形成を図るための支援を行います。

⑥男女共同参画の推進
●男女共同参画社会実現のため、様々な困難を抱える人などに対する正しい知識の習得に
努め、全ての人の権利が尊重される環境づくりを目指します。

●町内の女性団体と、各種団体が連携・協力し、男女共同参画社会の発展に向けた事業及び
研修会を開催するとともに、自主的な社会活動を支援します。

●リーダー養成講座等を通じて、女性指導者の養成を図るとともに、町の各種委員会・審議会
に女性を登用し、社会参画活動を促進します。

⑦広報・広聴活動の推進
●行政や地域、教育等に関する情報を広報紙やホームページのほかＳＮＳ等を活用し発信して
いきます。

●まちづくり懇談会の開催により多様な課題を把握し、町民の意見等を反映させ町民参加型の
まちづくりを推進します。

●パブリックコメント制度の運用によりまちづくりに多様な意見を反映させます。

⑧多文化共生と国際交流の推進
●町民一人一人の国際理解を深め、多文化共生の意識醸成を促進します。

●公共施設内において、外国人の方にわかりやすい表示や職員のスキルアップにより行政
サービスの向上に努めます。

●関係機関等を通じ、観光交流都市や、国際友好都市提携に向けた調査研究を行います。

※ 「小さな拠点」とは、小学校区や中学校区など複数の集落が集まる基礎的な生活圏の中で、分散している
さまざまな生活サービスや地域活動の場などを、「合わせ技」でつなぎ、人やモノ、サービスの循環を図る
ことで、生活を支える地域運営の仕組みをつくろうとする取り組み。
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・那須町生涯学習推進計画
・那須町特定事業主行動計画
・那須町男女共同参画計画

■関連する主な個別計画

●関係機関と連携し、協働によるまちづくりを推進します。

●自治会やNPO、那須高校との地域連携事業を通じて、地域活動の新たな担い手確保に
努めます。

②コミュニティ活動の促進
●自治会活動に対する柔軟な支援を行い、活発な地域活動により自治会組織の活性化を図り
ます。

●公民館活動、社会福祉活動、青少年の健全育成に関する活動を支援し、活力ある地域づくりを
推進します。

●生涯学習講座や福祉活動を通じて地域リーダーを養成します。

③コミュニティ関連施設の整備
●活動の拠点施設である自治公民館等の整備充実を図ります。

④地域コミュニティの拡大
●地域住民の交流機会を充実し、活発なコミュニケーションづくりによる相互理解と協力関係
の構築に努めます。

●自治会における自治会DX（電子回覧板・LINE公式アカウント活用）により、役員の負担軽減
を図ります。

●災害時における共助に関する意識の醸成を図ります。

⑤「小さな拠点※」の形成
●中山間地域等において、「小さな拠点」の形成を図るための支援を行います。

⑥男女共同参画の推進
●男女共同参画社会実現のため、様々な困難を抱える人などに対する正しい知識の習得に
努め、全ての人の権利が尊重される環境づくりを目指します。

●町内の女性団体と、各種団体が連携・協力し、男女共同参画社会の発展に向けた事業及び
研修会を開催するとともに、自主的な社会活動を支援します。

●リーダー養成講座等を通じて、女性指導者の養成を図るとともに、町の各種委員会・審議会
に女性を登用し、社会参画活動を促進します。

⑦広報・広聴活動の推進
●行政や地域、教育等に関する情報を広報紙やホームページのほかＳＮＳ等を活用し発信して
いきます。

●まちづくり懇談会の開催により多様な課題を把握し、町民の意見等を反映させ町民参加型の
まちづくりを推進します。

●パブリックコメント制度の運用によりまちづくりに多様な意見を反映させます。

⑧多文化共生と国際交流の推進
●町民一人一人の国際理解を深め、多文化共生の意識醸成を促進します。

●公共施設内において、外国人の方にわかりやすい表示や職員のスキルアップにより行政
サービスの向上に努めます。

●関係機関等を通じ、観光交流都市や、国際友好都市提携に向けた調査研究を行います。

※ 「小さな拠点」とは、小学校区や中学校区など複数の集落が集まる基礎的な生活圏の中で、分散している
さまざまな生活サービスや地域活動の場などを、「合わせ技」でつなぎ、人やモノ、サービスの循環を図る
ことで、生活を支える地域運営の仕組みをつくろうとする取り組み。
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・那須町DX推進計画
・那須町人材育成・確保基本方針

■関連する主な個別計画

③人材の育成・能力開発
●より良い行政サービス維持のため職員のキャリア支援を推進し、業務に対する意欲と意識
改革に努めます。

●職員の自律と個の成長・スキルアップのため、各種研修や自己啓発研修等への参加機会の
拡充と支援を行います。

●職員の企画能力の向上と事務効率を意識した業務の改善を推進します。

●職員の実務研修（国・県等）を推進し、職員の資質向上と専門知識の知識習得に努めます。

■目指す方向性
●社会情勢や町民のライフスタイルの変化に対応し、時間や場所に制約されない利用しやすい
窓口サービスの構築を進め、デジタル化・オンライン化、業務の自動化を進めます。

●窓口業務の継続的な見直しやデジタル技術の活用、職員のキャリア開発や研修を通じて能力
向上に努め、業務の効率化に取り組みます。

●住民の利便性と行政効率化を両立する「誰一人取り残さない人に優しいデジタル化」を定着
させます。

●マイナンバーカードを活用し、行政手続きの簡素化や多様な証明書類の取得方法の提供を
推進します。

行政サービスの効率化と向上２

■現状と課題
●本町の窓口サービスでは、水曜日の閉庁時間延長、コンビニ交付サービス、那須町LINE公式
アカウントを活用した住民票等の電子申請サービス等を提供しています。町税納付では、
口座振替やアプリ決済などの多様なツールを提供しています。

●行政手続の一部はオンライン申請が可能ですが、依然として紙・対面業務が多く、時間や場所
に制約されない行政サービスが十分に行き渡っていない状況にあります。

●時間や場所に制約されないサービスの提供、DXによる事務効率化、職員の企画立案能力
向上が必要です。また、SNS活用や懇談会参加の促進で町政への関心を高め、行政DXの
実効性を高めるための電子化拡大と支援強化が求められます。

■主要施策
①行政サービスのDX推進
●戸籍・税・福祉など各課に分散する申請・届出を優先度の高い手続きから順次オンライン
申請・電子交付へ移行していきます。また、来庁や紙記入を減らし、住民の移動・待ち時間を
大幅に縮小するとともに、高齢者やICT初心者には講習会・出張サポート等で利用を後押し
します。

●マイナンバーカードのさらなる普及、証明書等のコンビニ交付サービスの利用促進、各種届出
申請の電子申請の推進を図るとともに、窓口キャッシュレス決済の導入や窓口DXを推進
します。

②庁内業務の電子化とAI活用
●決裁や文書管理等を電子化し、請求書処理や名簿作成などの定型業務は、AI等デジタル
技術の活用により自動化を進めます。
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・那須町DX推進計画
・那須町人材育成・確保基本方針

■関連する主な個別計画

③人材の育成・能力開発
●より良い行政サービス維持のため職員のキャリア支援を推進し、業務に対する意欲と意識
改革に努めます。

●職員の自律と個の成長・スキルアップのため、各種研修や自己啓発研修等への参加機会の
拡充と支援を行います。

●職員の企画能力の向上と事務効率を意識した業務の改善を推進します。

●職員の実務研修（国・県等）を推進し、職員の資質向上と専門知識の知識習得に努めます。

■目指す方向性
●社会情勢や町民のライフスタイルの変化に対応し、時間や場所に制約されない利用しやすい
窓口サービスの構築を進め、デジタル化・オンライン化、業務の自動化を進めます。

●窓口業務の継続的な見直しやデジタル技術の活用、職員のキャリア開発や研修を通じて能力
向上に努め、業務の効率化に取り組みます。

●住民の利便性と行政効率化を両立する「誰一人取り残さない人に優しいデジタル化」を定着
させます。

●マイナンバーカードを活用し、行政手続きの簡素化や多様な証明書類の取得方法の提供を
推進します。

行政サービスの効率化と向上２

■現状と課題
●本町の窓口サービスでは、水曜日の閉庁時間延長、コンビニ交付サービス、那須町LINE公式
アカウントを活用した住民票等の電子申請サービス等を提供しています。町税納付では、
口座振替やアプリ決済などの多様なツールを提供しています。

●行政手続の一部はオンライン申請が可能ですが、依然として紙・対面業務が多く、時間や場所
に制約されない行政サービスが十分に行き渡っていない状況にあります。

●時間や場所に制約されないサービスの提供、DXによる事務効率化、職員の企画立案能力
向上が必要です。また、SNS活用や懇談会参加の促進で町政への関心を高め、行政DXの
実効性を高めるための電子化拡大と支援強化が求められます。

■主要施策
①行政サービスのDX推進
●戸籍・税・福祉など各課に分散する申請・届出を優先度の高い手続きから順次オンライン
申請・電子交付へ移行していきます。また、来庁や紙記入を減らし、住民の移動・待ち時間を
大幅に縮小するとともに、高齢者やICT初心者には講習会・出張サポート等で利用を後押し
します。

●マイナンバーカードのさらなる普及、証明書等のコンビニ交付サービスの利用促進、各種届出
申請の電子申請の推進を図るとともに、窓口キャッシュレス決済の導入や窓口DXを推進
します。

②庁内業務の電子化とAI活用
●決裁や文書管理等を電子化し、請求書処理や名簿作成などの定型業務は、AI等デジタル
技術の活用により自動化を進めます。
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■関連する主な個別計画

■目指す方向性
●町税収入の減少が見込まれる中、適正な課税と納税意識の啓発を進めることで納税秩序の
維持を図るとともに、自主財源の確保に努め、安定した財政運営を図ります。

●少子高齢化や人口減少、複雑化する行政需要に対応するため、行財政改革を推進し、柔軟かつ
スリムな組織体制を推進します。

●公共施設等総合管理計画に基づく施設の最適化を図るとともに、町有林の適正管理や
未利用町有財産の有効活用を図り、町有財産の有効活用と適正管理を図ります。

適切な行財政運営３

■現状と課題
●物価高騰や為替変動による経済活動への影響、生産年齢人口の減少、さらには経済の
グローバル化や不安定な国際情勢、災害リスクの増大など、本町を取り巻く環境は大変
厳しいものとなっています。外部環境の変化にも柔軟に対応するため、公共施設の最適化を
はじめ、政策や事務事業の不断の見直し、柔軟かつスリムな組織体制の構築、戦略的な財政
マネジメントの強化が求められています。

●安定的かつ持続可能な行政運営を実現するため、地域住民や民間事業者との役割分担と
協働を一層推進するとともに、自立性の高い財政運営体制を確立・維持していく必要が
あります。

■主要施策
①安定した財政運営の確立
●課税客体の適確な把握による適正な課税、収納方法の周知と納税機会の拡充、滞納整理の
早期着手などによって収納率向上に努めます。

●返礼品等の充実化を図り、ふるさと納税の増加対策を推進します。

●観光振興を目的とした財源を確保するため、宿泊税（法定外目的税）を導入します。

②那須町行財政改革の推進
●那須町行財政改革推進計画を策定し、効率的な行政運営及び財政の健全化を図り、本町の
特性に応じた自立したまちづくりを進めます。

③町有財産の有効活用と適正管理
●未利用の町有財産（土地・建物・物品）については、地域課題の解決や地域活性化を図るため、
売却を含めた有効活用を図ります。

●公共施設等総合管理計画に基づき公共施設の更新・統廃合・長寿命化を計画的に実施します。

●那須町森林整備計画に基づき適正に町有林を管理します。

・那須町行財政改革推進プラン2026
・那須町公共施設等総合管理計画
・那須町公共施設再編計画
・那須町公共施設個別施設計画
・那須町職員定員管理計画
・那須町森林整備計画
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■関連する主な個別計画

■目指す方向性
●町税収入の減少が見込まれる中、適正な課税と納税意識の啓発を進めることで納税秩序の
維持を図るとともに、自主財源の確保に努め、安定した財政運営を図ります。

●少子高齢化や人口減少、複雑化する行政需要に対応するため、行財政改革を推進し、柔軟かつ
スリムな組織体制を推進します。

●公共施設等総合管理計画に基づく施設の最適化を図るとともに、町有林の適正管理や
未利用町有財産の有効活用を図り、町有財産の有効活用と適正管理を図ります。

適切な行財政運営３

■現状と課題
●物価高騰や為替変動による経済活動への影響、生産年齢人口の減少、さらには経済の
グローバル化や不安定な国際情勢、災害リスクの増大など、本町を取り巻く環境は大変
厳しいものとなっています。外部環境の変化にも柔軟に対応するため、公共施設の最適化を
はじめ、政策や事務事業の不断の見直し、柔軟かつスリムな組織体制の構築、戦略的な財政
マネジメントの強化が求められています。

●安定的かつ持続可能な行政運営を実現するため、地域住民や民間事業者との役割分担と
協働を一層推進するとともに、自立性の高い財政運営体制を確立・維持していく必要が
あります。

■主要施策
①安定した財政運営の確立
●課税客体の適確な把握による適正な課税、収納方法の周知と納税機会の拡充、滞納整理の
早期着手などによって収納率向上に努めます。

●返礼品等の充実化を図り、ふるさと納税の増加対策を推進します。

●観光振興を目的とした財源を確保するため、宿泊税（法定外目的税）を導入します。

②那須町行財政改革の推進
●那須町行財政改革推進計画を策定し、効率的な行政運営及び財政の健全化を図り、本町の
特性に応じた自立したまちづくりを進めます。

③町有財産の有効活用と適正管理
●未利用の町有財産（土地・建物・物品）については、地域課題の解決や地域活性化を図るため、
売却を含めた有効活用を図ります。

●公共施設等総合管理計画に基づき公共施設の更新・統廃合・長寿命化を計画的に実施します。

●那須町森林整備計画に基づき適正に町有林を管理します。

・那須町行財政改革推進プラン2026
・那須町公共施設等総合管理計画
・那須町公共施設再編計画
・那須町公共施設個別施設計画
・那須町職員定員管理計画
・那須町森林整備計画
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資料編

■目指す方向性
●八溝山周辺地域、那須地域定住自立圏域全体として、人口減少や少子高齢化が進んで
います。人口減少対策をはじめとした圏域全体の行政機能の維持・向上を図る取組を推進
します。

●広域行政については、那須地区広域行政事務組合や那須地区消防組合などにより、ごみ・
し尿処理、保健衛生、職員研修等の共同運営を行っていますが、今後も自治体の厳しい財政
運営が予想されるため、近隣市町との事務連携を強化し、広域行政による一層の効率化を
推進します。

広域行政の推進４

■現状と課題
●今日の社会経済情勢の変化に伴い、行政需要はますます多様化・高度化しています。効率的
な行政運営や行政サービスの向上を図るため、広域行政の推進及び一部事務組合の効率的
運営並びに定住自立圏構想などに取り組む必要があります。

■主要施策
①業務効率を活かした行政サービスの向上
●広域行政、一部事務組合等の業務効率を活かした広域連携事業に取り組み、町民生活の
利便性の向上を図ります。

②定住自立圏構想の推進
●八溝山周辺地域定住自立圏及び那須地域定住自立圏の２つの定住自立圏による、それぞれ
の定住自立圏が目指す将来像の実現のため取組を積極的に推進します。

③近隣自治体との連携
●定住自立圏の推進のほか、民間団体や福島県南自治体との連携を深め、政策の企画推進を
図ります。

■関連する主な個別計画

・八溝山周辺地域定住自立圏共生ビジョン
・那須地域定住自立圏共生ビジョン
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